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令和５年第２回常陸太田市議会定例会会議録 

 

令和５年３月３日（金） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

令和５年３月３日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 施政方針説明 

日程第 ３ 議案第 ２ 号 令和４年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第４号）につい 

             て 

日程第 ４ 議案第 ３ 号 常陸太田市公共施設等総合管理基金の設置，管理及び処分に関する 

             条例の制定について 

      議案第 ４ 号 常陸太田市中小企業・小規模企業振興条例の制定について 

      議案第 ５ 号 常陸太田市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

      議案第 ６ 号 常陸太田市診療所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 

             例の一部改正について 

      議案第 ７ 号 常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第 ８ 号 常陸太田市郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ 

             いて 

      議案第 ９ 号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施 

             行に伴う関係条例の整理について 

      議案第１０号 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について 

      議案第１１号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施 

             行に伴う関係条例の整理について 

      議案第１２号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 

             の施行に伴う関係条例の整理について 

      議案第１３号 常陸太田市緑地広場の設置及び管理に関する条例の廃止について 

      議案第１４号 訴えの提起について 

      議案第１５号 常陸太田市道路線の廃止について 

      議案第１６号 常陸太田市道路線の認定について 

日程第 ５ 議案第１７号 令和４年度常陸太田市一般会計補正予算（第１２号）について 

      議案第１８号 令和４年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に 

             ついて 

      議案第１９号 令和４年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

             について 

      議案第２０号 令和４年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につい 
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             て 

      議案第２１号 令和４年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）について 

      議案第２２号 令和４年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）につ 

             いて 

      議案第２３号 令和４年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第３号）につい 

             て 

      議案第２４号 令和４年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第５号）につい 

             て 

日程第 ６ 議案第２５号 令和５年度常陸太田市一般会計予算について 

      議案第２６号 令和５年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について 

      議案第２７号 令和５年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第２８号 令和５年度常陸太田市介護保険特別会計予算について 

      議案第２９号 令和５年度常陸太田市水道事業会計予算について 

      議案第３０号 令和５年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について 

      議案第３１号 令和５年度常陸太田市簡易水道事業会計予算について 

      議案第３２号 令和５年度常陸太田市下水道事業等会計予算について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 施政方針説明 

 日程第 ３ 議案第２号（提案理由説明・採決） 

 日程第 ４ 議案第３号ないし議案第１６号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第１７号ないし議案第２４号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ６ 議案第２５号ないし議案第３２号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

     ７番   藤 田 謙 二 議 長    ８番   深 谷   渉 副議長 

     １番   石 川   剛 議 員    ２番   根 本   仁 議 員 

     ３番   鴨志田   悟 議 員    ４番   森 山 一 政 議 員 

     ５番   小 室 信 隆 議 員    ６番   菊 池 勝 美 議 員 

     ９番   平 山 晶 邦 議 員   １０番   益 子 慎 哉 議 員 

    １１番   深 谷 秀 峰 議 員   １３番   成 井 小太郎 議 員 

    １４番   茅 根   猛 議 員   １５番   後 藤   守 議 員 

    １６番   髙 木   将 議 員   １７番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

欠席議員 
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    １２番   高 星 勝 幸 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       宮 田 達 夫 市    長    田 中 慈 和 副 市 長 

       石 川 八千代 教 育 長    綿 引 誠 二 政策推進室理事 

       武 藤 範 幸 総 務 部 長    岡 部 光 洋 企 画 部 長 

       髙 木 道 安 市民生活部長    柴 田 道 彰 保健福祉部長 

       岡 田 和 也 農 政 部 長    根 本   晋 商工観光部長 

       髙 橋   学 建 設 部 長    柴 田 雅 美 会 計 管 理 者 

       畠 山 卓 也 上下水道部長    大 関 正 幸 消 防 長 

       西 野   保 教 育 部 長    綿 引 久 雄 秘 書 課 長 

       富 山 晴 美 総 務 課 長    井 坂 光 利 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       根 本 勝 則 事 務 局 長    富 田 弘 明 次長兼議事係長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○藤田謙二議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１６名であります。 

 便宜，欠席議員の氏名を申し上げますから，ご了承願います。１２番高星勝幸議員，１名であ

ります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより令和５年第２回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○藤田謙二議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 

     ９番   平 山 晶 邦 議 員    １０番   益 子 慎 哉 議 員 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○藤田謙二議長 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。去る１月３１日，東京において全国市議会

議長会地方財政委員会が開催されました。会議内容については，タブレットに格納してあります

のでご承知願います。 
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 次に，茨城県市議会議長会第２回議員研修会の議員派遣を令和４年１２月議会で議決いたして

おりましたが，２月２１日の全員協議会において報告がありましたとおりでございます。 

 次に，「地方自治法」第１２２条の規定により，令和４年事務に関する説明書が提出されてお

りますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，令和５年１月，２月の例月現金出納検査の結果について報告書が提出さ

れておりますので，ご報告いたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に，「地方自治法」第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席す

るよう要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  宮 田 達 夫 君    副 市 長  田 中 慈 和 君 

 教 育 長  石 川 八千代 君    政策推進室理事  綿 引 誠 二 君 

 総 務 部 長  武 藤 範 幸 君    企 画 部 長  岡 部 光 洋 君 

 市民生活部長  髙 木 道 安 君    保健福祉部長  柴 田 道 彰 君 

 農 政 部 長  岡 田 和 也 君    商工観光部長  根 本   晋 君 

 建 設 部 長  髙 橋   学 君    会 計 管 理 者  柴 田 雅 美 君 

 上下水道部長  畠 山 卓 也 君    消 防 長  大 関 正 幸 君 

 教 育 部 長  西 野   保 君    秘 書 課 長  綿 引 久 雄 君 

 総 務 課 長  富 山 晴 美 君    監 査 委 員  井 坂 光 利 君 

 以上，１８名でございます。 

            ─────────────────── 

○藤田謙二議長 本日の議事日程は，議事日程表のとおりといたします。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○藤田謙二議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，会期予定表のとおり，本日から３月２３日まで２１日間といたしたいと

思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤田謙二議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月２３日まで２１日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 施政方針説明 

○藤田謙二議長 次，日程第２，令和５年度施政方針について，市長より説明を求めます。 

 市長。 

〔宮田達夫市長 登壇〕 

○宮田達夫市長 おはようございます。令和５年，第２回市議会定例会を招集いたしましたとこ
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ろ，議員の皆様にはご参集を賜りまして，ありがとうございます。 

 日頃から，議員の皆様には，市政の進展と円滑な運営のために，格別なるご高配を賜り，深く

感謝を申し上げる次第でございます。 

 まず，マイナンバーカードの申請及び交付状況についてご報告いたします。 

 ２月末時点で申請率が７４％を超えますとともに，交付率につきましても５９％となりました。

３月末には目標といたしておりました交付率６０％を超える見込みでありまして，専門部署を設

置し，強力に推進した普及活動が実を結んだものと考えております。今後もさらなる普及率の向

上を目指してまいります。 

 さて，今期定例会におきましては，令和５年度当初予算についてご審議をいただくこととなっ

ております。その議案等の説明に先立ち，私の市政運営に臨む所信の一端を申し上げ，新年度に

取り組む主要施策の概要等について，ご説明をさせていただきたいと存じます。 

 恐れ入りますが，令和５年度施政方針のファイルをお開き願います。 

 新型コロナウイルス感染症による影響を受け始めて，はや３年が経過し，これまでに８回に及

ぶ感染拡大の波を経験する中で，社会情勢は大きく変化し，また，ロシアのウクライナ侵攻によ

るエネルギー価格の高騰や円安による物価高により，日常生活も大きな影響を受けてまいりまし

た。 

 このような中，本市におきましても，様々な課題に対して，その都度，適切に対応してまいり

ましたが，新型コロナウイルス感染症について，国は，本年５月８日から５類に移行する方針を

決定し，ウイズコロナの取組により，あらゆる場面で以前の日常を取り戻す方針といたしました。 

 本市におきましては，国の感染対策を注視しつつ，地域の元気を取り戻すため，変化する状況

をしっかりと見極め，きめ細やかな対策を講じてまいります。 

 私は，この１年間，市長就任時の公約である「安全安心なまちづくり」，「健康で快適な市民

生活の実現」，「少子化人口減少対策」，「活力ある産業づくり」の４つの重点施策の推進と前

市長から引き継いだ東部土地区画整理事業，市道０１３９号線真弓トンネルの整備，新総合体育

館建設の３つのプロジェクトを着実に実現するという基本姿勢の下，持続可能な魅力あふれるふ

るさと常陸太田の実現を目指し，各種施策を進めてまいりました。 

 刻々と変化する社会経済情勢や複雑多様化する市民ニーズに，柔軟かつスピード感を持って対

応するため，企画課内にデジタル化推進室，市民課内にマイナンバー推進室，健康づくり推進課

内にフレイル対策室，スポーツ振興課内に新体育館建設準備室の専門部署を設置するとともに，

政策推進課の組織機能を強化し，主要施策を政策パッケージとして進行管理し，組織横断的な取

組に努めてまいりました。 

 主な成果といたしまして，まず「安全安心なまちづくり」では，台風１９号の被害を検証した

災害危険区域の解消に向け，市内全域における内水特性や被害を調査し，対策の検討を行いまし

た。また，誰一人取り残さない避難体制の実現に向け，避難行動要支援者名簿を市内全域に整備

するとともに，災害対策本部内に要支援者の支援を任務とする専門のグループを新たに組織いた

しました。 
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 高齢者や就学者などに寄り添った交通手段の確保として，民間路線バスの維持確保や予約型乗

り合いタクシーを運行するとともに，電動キックボードや自動運転ＥＶバスの実証実験を実施い

たしました。 

 次に「健康で快適な市民生活の実現」では，健康寿命の延伸に向け，フレイル対策を強化しま

した。「長生き上手常陸太田」をキャッチフレーズに，東京大学の飯島勝矢教授をお招きし，講

演会を開催したほか，音頭の作成や意識啓発事業を実施いたしました。また，市民の健康づくり

やスポーツを気軽に楽しめる施設の充実に向け，新総合体育館整備事業に取り組み，今年度は基

本設計が完了し，実施設計の発注を行いました。また，新たに，水府幼稚園跡地に町田運動公園

の整備に着手し，基本設計・実施設計が間もなく完了する見込みでございます。 

 次に「少子化人口減少対策」では，結婚から妊娠・出産・子育て期まで切れ目のない支援を継

続して実施する中で，特に非常に高い未婚率の改善のため，結婚推進事業を強力に推進いたしま

した。宿泊型など，様々なテーマの婚活イベントを展開し，出会いの場を創出するとともに，Ａ

Ｉマッチングシステムを活用した結婚相談事業の実施等により，令和３年１月から本年１月末ま

での２年間で１９件の結婚が成立しております。 

 また，雇用の創出と買物環境の整備のため，東部土地区画整理事業を着実に推進しました。現

在，店舗等の建設が進み，着々と新しいまちが姿を現しつつあり，今月２２日にＢ街区，来月７

日にＡ街区のまちびらきが予定されております。なお，当該事業により，４００人以上の雇用の

場が創出されると見込んでおります。 

 前市長が心血を注いだ，少子化人口減少対策事業を継続した結果，宝島社の「田舎暮らしの本

２０２３年版住みたい田舎ベストランキング」において，北関東エリアで本市が総合１位，子育

て部門１位に，また，全国の人口３万人から５万人の都市におきましても，総合部門で第３位と

いう快挙を成し遂げることができました。 

 次に「活力ある産業づくり」では，農林畜産業の新たな担い手を育成するため，軽貨物車両購

入や家賃の助成など，初期投資に対する支援により，ブドウ栽培及び露地野菜栽培に新たに４名

の方が農業経営を開始いたしました。 

 商工業におきましては，市内における新規起業を支援するため，開業に伴う設備や広告に係る

費用を助成してきており，今年度，飲食業や小売業など４件の新規起業につながっております。 

 さらに，６次産業化支援では，えごま油，ひたちおおたチーズ工房のチーズや里川カボチャを

使用した洋菓子も誕生しました。このような中，ひたちおおたチーズ工房のモッツアレラが，Ｊ

ａｐａｎ Ｃｈｅｅｓｅ Ａｗａｒｄｓ２０２２において金賞を受賞するというすばらしいニュ

ースもあり，活力ある産業づくりが着実に進んでいるものと実感しております。 

 デジタル化の推進では，高齢者へのスマホ助成事業により，２月末時点で３４１人の方が新た

にスマートフォンを取得し，高齢者のデジタル化の推進につなげることができました。 

 マイナンバーカードにつきましては，割愛をさせていただきます。 

 また，カーボンニュートラルの推進では，昨年９月にゼロカーボンシティー宣言を行うととも

に，住宅用太陽光発電設備設置やクリーンエネルギー自動車の購入等に対する補助を実施したほ
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か，二酸化炭素吸収源の確保，並びに意識啓発事業として，メープルリーフの森づくりを実施い

たしました。また，カーボンニュートラルの達成に向けた取組を行う市民や市内事業者を顕彰す

るため，カーボンニュートラル基金活用委員会を設立いたしました。 

 このように，重点施策におきましては一定の成果がございましたが，新たに着手した事業が多

く，各施策をさらに推し進めていくためには，令和４年度をベースとした事業の継続，強化を行

うことが重要であります。 

 このため，令和５年度当初予算を重点施策のステップアップ予算と位置づけ，４つの重点施策

及び３つのプロジェクトのさらなる推進に加え，デジタル化やカーボンニュートラルの取組を力

強く推進してまいります。特に，用地取得の難航により進捗が遅れがちな市道０１３９号線真弓

トンネル整備では，建設課内に新たな専門部署を設け，事業を着実に推進してまいります。 

 また，先月，私も台湾を訪問し，航空会社や旅行会社にて，本市のＰＲをしてまいりましたが，

月末には台湾との直行便も再開が予定されておりますことから，今後，回復が期待されるインバ

ウンド事業の取り込みに加え，秋からの茨城デスティネーションキャンペーンを積極的に活用し，

本市の魅力の発信に努めますとともに，地域経済の活性化につなげてまいります。 

 以上，令和４年度の主な実績と令和５年度市政運営に当たり，基本的な考えを述べさせていた

だきました。 

 続きまして，令和５年度予算の概要について申し上げます。それぞれの重点施策における主要

事業につきまして，ご説明いたします。 

 「安全安心なまちづくり」につきましては，１８億5,０３３万6,０００円を計上いたしました。 

 近年の集中豪雨等による想定外の災害に備え，河川を適正に維持管理するとともに，今年度実

施いたしました市内全域における内水特性や被害の調査・検討結果に基づき，排水ポンプ車を追

加整備するとともに，固定型排水ポンプの整備検討を行ってまいります。 

 また，市民生活の利便性向上と安全安心の確保を図るため，通学路や生活道路など，市道の計

画的な改修を行ってまいります。通学路につきましては，引き続き市通学路安全対策協議会や町

会と連携を図り，危険箇所の解消や安全対策を図ってまいります。 

 市道０１３９号線整備につきましては，強力に事業を推進していきますとともに，その他，市

道１７路線の整備，橋梁長寿命化事業を実施してまいります。 

 高齢者や就学者などに寄り添った交通手段の確保につきましては，自動運転ＥＶバスの実装に

向けた取組を進めるとともに，乗り合いタクシーへのＡＩ運行システム導入により，将来にわた

る持続可能な新たな公共交通体系の構築を図ってまいります。 

 また，子育て支援と路線バス活用促進策として，市内の各バス停で自由に乗降できる中学生フ

リーパスを配布する事業を全国で初めて実施し，公共交通のさらなる活用に努めてまいります。 

 災害時における高齢者等の避難につきましては，要支援者を対象に，非常持ち出し用リュック

を配布し，避難行動の円滑化を図ってまいります。さらに，自主防災会や防災関係機関と連携し

て避難訓練を実施しながら，避難支援体制の実効性の向上を目指してまいります。 

 原子力災害時における広域避難計画の実効性の向上につきましては，今年度，福島県への一時
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移転訓練を実施いたしましたが，令和５年度は今年度の検証結果を踏まえ，新たな地区を対象と

した広域避難訓練を実施するとともに，他自治体との合同訓練の実施につきましても検討をして

まいります。 

 また，災害時を含む緊急時におきましても水道水を安定して供給できるよう，ポンプ場におけ

る自家発電設備の新設や老朽化が著しい水道施設の更新を行い，適正な管理を行ってまいります。

四季の丘はたそめ区域における公共下水道の抜本的対策につきましては，最優先で進めてまいり

ます。 

 続きまして「健康で快適な市民生活の実現」につきましては，３億7,８０６万8,０００円を計

上いたしました。 

 健康寿命の延伸に向けたフレイル対策につきましては，フレイルサポーター・トレーナーを増

員し，高齢者宅への訪問や商業施設においてフレイルチェックを実施し，フレイル予防対策を推

進してまいります。 

 また，健康づくりやスポーツを気軽に楽しむことのできる施設を充実させるため，新総合体育

館整備につきまして，令和９年度の竣工に向けて，引き続き実施設計及び解体工事を実施すると

ともに，管理運営の検討を進めてまいります。町田運動公園整備につきましても，今後，本体工

事を行い，令和７年度中の竣工に向けた整備を進め，地域の幅広い年代がスポーツを気軽に楽し

み，交流のできる環境づくりに努めてまいります。 

 続きまして，「少子化人口減少対策」につきましては，９億3,９５４万6,０００円を計上いた

しました。 

 ニーズに合った事業展開により，子育て日本一を目指し，切れ目のない子育て世帯への支援や

教育活動の充実等を図ってまいります。特に，子育て世代包括支援センターを中心に，妊婦や子

育て家庭に寄り添った伴走型相談支援の充実に努め，支援が必要なケースの早期発見，対応に努

めてまいります。 

 また，小中学校における教育活動の充実につきましては，心の教育を基盤とした教育活動を推

進するとともに，不登校や問題行動等への対応として，ＱＵアンケートやスクールカウンセラー

を積極的に活用し，魅力ある学校づくりに努めてまいります。 

 東部地区への企業誘致による働く場の確保と買物環境の整備につきましては，Ｃ街区の官民連

携複合施設の建設を進めるほか，残る区画への企業誘致を進め，雇用の創出と地域経済の活性化

を図るとともに，本市のにぎわいと交流を育む魅力ある拠点として整備を着実に進めてまいりま

す。 

 続きまして，「活力ある産業づくり」につきましては，９億2,６８６万3,０００円を計上いた

しました。 

 農林畜産業の振興につきましては，引き続き耕作放棄地の抑制，有害鳥獣等被害防止対策，森

林整備等に対する多様な補助を実施してまいります。 

 また，販路の拡大や農産物の高品質化，畜産農家の生産性向上等へ支援を実施するほか，道の

駅ひたちおおたを中心とした販路拡大を推進してまいります。 



 ２９ 

 さらに，貨客混載事業による供給を進めてまいります。 

 また，農地利用や保全等を計画的に進めるための地域計画を策定し，担い手の確保及び農地の

適切な利用の促進を図ってまいります。担い手育成につきましては，引き続き，新規就業者等に

対する初期投資費用等への補助を行うとともに，今後は，地域の特性を生かした高収益作物栽培

への転換や経営拡大にチャレンジする生産者を支援し，産地の生産基盤の強化を図ってまいりま

す。 

 林業につきましては，高性能林業機械の導入経費の補助を拡充し，民有林の整備を推進するほ

か，市有林につきましては，市内林業経営体と新たな協定を締結し，適切な管理に努めてまいり

ます。 

 商工業の振興につきましては，日立市や大子町と共に関東経済産業局と包括連携協定を結び，

商工業の振興に向けた様々な取組を進めてまいります。 

 新たに空き店舗改修補助や自治金融制度等の利子補給事業及びＢＣＰ策定に対する補助制度の

創設などにより，引き続き，市内企業が実施する販路拡大や経営革新，ＤＸ等の取組を支援して

まいります。 

 次に，観光の振興でございますが，国内の観光需要の回復に対応するため，引き続き，プレミ

アム付旅行券の発行や団体旅行支援等により，誘客促進を図ってまいります。さらに，茨城デス

ティネーションキャンペーン事業の積極的な活用や，竜神峡エリアでの新たなアクティビティー

の検討による本市の観光資源のブラッシュアップにより，交流人口の拡大を図ってまいります。 

 また，茨城空港への台湾定期便再開や韓国ソウルとのチャーター便運航など，今後，回復が期

待されるインバウンドに対応するため，先月の台湾における営業活動を生かし，台湾をはじめと

する外国人観光客の誘客に積極的に取り組んでまいります。 

 次に，デジタル化の推進でございますが，県内初となるアプリとデジタルカードを併用したデ

ジタル通貨によるプレミアム付商品券を発行し，地域内経済の好循環の創出及びキャッシュレス

決済の普及を図ってまいります。 

 次に，カーボンニュートラルの推進でございますが，新年度に策定する第４次環境基本計画に

併せ，第３次地球温暖化対策実行計画や気候変動に適応する計画を策定し，ゼロカーボンシティ

ーの推進を図ってまいります。 

 また，今年度設置をいたしましたカーボンニュートラル基金を活用し，市民等の活動に対し顕

彰を行い，広く意識の啓発を図ってまいります。 

 最後に，行財政運営等についてでございます。 

 将来の世代に過度の負担を先送りしない持続可能な財政運営を進めるため，この２年間，ＰＤ

ＣＡサイクルに基づく事業の改善・見直しを徹底し，効果的かつ効率的な行財政運営に努めてま

いりました。 

 今後も引き続き，徴収業務の一元化により，市税や保険料などの徴収率向上に努めるとともに，

公共施設等の整理，公営企業及び第３セクターの経営の健全化に努めてまいります。 

 また，施設の適正管理の推進につきましては，これまで，公共施設等総合管理計画及び再配置
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計画に基づき，施設の廃止や統廃合を進めてまいりました。今後も，将来のよりよい公共施設の

在り方と財政の健全化に向けて，市民の皆様と合意形成を図りながら，着実に進めてまいります。 

 また，行政情報を正確かつ分かりやすく伝えるため，広報紙・お知らせ版の内容充実を図って

まいりました。今後は，市内外の多くの方にも市の情報や魅力を伝えるため，今月から運用を開

始する行政情報アプリの周知を進めるとともに，ＳＮＳ及びマスメディア，並びに各種広報媒体

を活用し，引き続き，効果的かつ戦略的な情報発信を図ってまいります。 

 以上，令和５年度の市政の運営に当たり，基本的方針と新年度予算の概要を申し上げました。 

 常陸太田市は，今，一歩ずつ目に見えて前進をしております。この歩みを止めることなく，コ

ロナ禍により大きな影響を受けた地域経済を回復し，常陸太田市が元気になるよう，また，住み

やすいまちになるよう，市民のため，次の世代のためにベクトルを合わせ，職員一丸となって全

力を尽くしてまいりますので，議員各位をはじめ，市民の皆様のより一層のご理解とご協力を重

ねてお願い申し上げ，年度当初における所信といたします。 

 次に，本定例会に提案をさせていただきます案件でございますが，条例の制定が３件，条例の

改正３件，関係条例の整理４件，条例の廃止１件，訴えの提起１件，市道路線の廃止認定それぞ

れ１件，令和４年度補正予算９件，令和５年度当初予算８件，合わせまして３１件でございます。

また，議会最終日に人事案件３件を追加提案する予定でございます。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに，それぞれ副市長，担当部長より

ご説明をさせていただきます。 

 議員の皆様には，慎重なるご審議の上，適切なご議決を賜りますようお願い申し上げまして，

開会に当たりましての挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第２号 

○藤田謙二議長 次，日程第３，議案第２号令和４年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第

４号）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。上下水道部長。 

〔畠山卓也上下水道部長 登壇〕 

○畠山卓也上下水道部長 議案第２号について，提案者に代わりましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，本日の資料一覧中，ファイル名が０２補正予算書（議案第２号）をお開き願

います。 

 令和５年第２回常陸太田市議会定例会補正予算書の２ページをご覧願います。 

 議案第２号は，令和４年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第４号）でございます。 

 ３ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量の補正でございますが，（３）の主要な建設改良事業につきまして，

3,０８０万円を追加するものでございます。 
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 第３条は，資本的収入及び支出の補正でございます。補填財源等につきましては，ご覧のとお

りでございまして，支出の第１款第１項建設改良費を3,０８０万円追加するものでございます。

補正内容の詳細につきましては，補正予算書，明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１３ページをご覧願います。 

 資本的収入及び支出の支出でございます。 

 １款１項１目１節の委託料の補正につきましては，先月２１日に開催されました全員協議会に

おいてご説明をさせていただきましたように，四季の丘はたそめ区域における公共下水道の見直

し方針により，急ぎ抜本的対策を進めるため，説明欄記載のとおり，新たに追加整備いたします

機初幹線管路の詳細設計委託料3,０８０万円を追加させていただくものでございます。 

 なお，４ページから１２ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが，後ほ

どご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第２号について，私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し

上げます。 

            ─────────────────── 

○藤田謙二議長 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので，これにて質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○藤田謙二議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号については，会議規則第３７条第３項の規定により

委員会の付託を省略いたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤田謙二議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第２号については，委員会の付託を省略

することに決しました。 

            ─────────────────── 

○藤田謙二議長 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ─────────────────── 

○藤田謙二議長 採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第２号令和４年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第４号）に

ついて，原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤田謙二議長 ご異議なしと認めます。よって，議案第２号については，原案可決することに

決しました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第３号ないし議案第１６号 
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○藤田謙二議長 次，日程第４，議案第３号常陸太田市公共施設等総合管理基金の設置，管理及

び処分に関する条例の制定について，議案第４号常陸太田市中小企業・小規模企業振興条例の制

定について，議案第５号常陸太田市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について，議案

第６号常陸太田市診療所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について，

議案第７号常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第８号常陸

太田市郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第９号デジタル社会の

形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理について，議案第１

０号民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について，議案第１１号こども家

庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理について，議

案第１２号児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係

条例の整理について，議案第１３号常陸太田市緑地広場の設置及び管理に関する条例の廃止につ

いて，議案第１４号訴えの提起について，議案第１５号常陸太田市道路線の廃止について，議案

第１６号常陸太田市道路線の認定について，以上１４件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔田中慈和副市長 登壇〕 

○田中慈和副市長 提案者に代わりまして，ご説明いたします。 

 恐れ入りますが，ファイル名０１議案書（議案第３号から議案第１６号）と表記されているフ

ァイルをお開き願います。 

 議案書の４ページをご覧願います。 

 議案第３号は，常陸太田市公共施設等総合管理基金の設置，管理及び処分に関する条例の制定

についてでございます。 

 提案理由でございますが，常陸太田市公共施設等総合管理計画の着実な推進のため，本条例を

制定するものでございます。 

 条例制定の背景でございますが，本市の公共施設等については，その多くが経年使用により，

一般財源による建物や設備の維持補修，修繕等に係る費用が年々増加傾向にあることから，今後

必要となる大規模改修工事等に向けた財源の確保を図るものでございます。 

 条例案についてご説明いたします。 

 恐れ入りますが，５ページをご覧願います。 

 第１条は，設置の目的でございます。公共施設等の長期にわたる着実な維持管理及び適正な配

置を推進するため，常陸太田市公共施設等総合管理基金を設置するものでございます。 

 第２条は，積立てでございます。積み立てる額は，一般会計歳入歳出予算で定める額とするも

のでございます。 

 第３条は，管理でございます。基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有

利な方法により保管するものとしております。 

 第４条は，運用益金の処理でございます。基金の運用から生ずる収益は，一般会計歳入歳出予

算に計上して，この基金に編入するものでございます。 
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 第５条は，繰替運用でございます。財政上必要があるときは，基金に属する現金を歳計現金に

繰替えて運用することができるものとするものでございます。 

 第６条は，処分でございます。この基金は，公共施設等の維持管理及び適正な配置を推進する

ために必要な事業の財源に充てる場合に限り，その全部又は一部を処分することができるものと

するものでございます。 

 第７条は，委任規定でございます。 

 附則でございますが，本条例は，本年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第３号は，以上でございます。 

 続きまして，６ページをご覧願います。 

 議案第４号は，常陸太田市中小企業・小規模企業振興条例の制定についてでございます。 

 提案理由でございますが，本市の地域経済と雇用の基盤を支え，地域経済の発展と市民生活の

向上に重要な役割を果たしている中小企業及び小規模企業の振興に向けて，基本理念，市の責務

及び中小企業等の振興に関する施策の基本となる方針を定めるため，本条例を制定するものでご

ざいます。 

 次ページをご覧願います。 

 まず，第１条は目的でございます。先ほどの提案理由でも申し上げましたように，中小企業等

の振興について，基本理念，市の責務や基本方針等を定め，中小企業等の振興に関する施策を総

合的かつ計画的に推進することにより，中小企業等の活性化を図り，もって本市経済の持続的な

発展及び市民生活の向上に資することを目的とするものでございます。 

 第２条は，定義でございます。中小企業，小規模企業，大企業及び商工会等の用語の意義を定

めております。 

 第３条は，基本理念でございます。 

 次ページをご覧願います。 

 第１号として，中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力が尊重されること。第２号とし

て，地域経済の発展，雇用の創出又は市民生活の向上に資すること。第３号として，国をはじめ，

中小企業等に関係する様々な機関及び市民が中小企業等の役割の重要性を理解し，連携及び協力

をすることを推進することとしてございます。 

 第４条は，基本的施策として，市が中小企業等の振興に関する施策の実現に当たっての基本を

規定してございます。 

 第１号として，経営基盤強化及び経営革新の推進に関すること。第２号として，新たな事業展

開及び販路拡大の推進に関すること。第３号として，人材の確保及び育成の推進に関すること。

第４号として，事業承継の円滑化の推進に関すること。第５号として，資金調達の円滑化の推進

に関すること。第６号として，従業員の労働環境の整備及び仕事と生活の調和の確保に向けた取

組の推進に関すること。第７号として，創業の促進に関すること。第８号として，企業の誘致及

び新産業の創出に関すること。その他，第９号に情報の収集及び提供，第１０号として，市長が

基本理念の実現に必要と認めることを定めてございます。 
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 第５条は，市の責務でございます。 

 第１項として，市は，基本理念にのっとり，中小企業等の的確な実態把握に努め，中小企業等

の振興に関する施策を総合的に推進すること。第２項として，施策を実施するために必要な財政

措置を講ずるよう努めること。第３項として，工事の発注等に当たり，予算の適正な執行及び透

明かつ公正な競争に留意しつつ，中小企業等の受注機会の増大に配慮すること。第４項として，

中小企業等の果たす役割の重要性について，市民への理解を深めることに努めることとしており

ます。 

 第６条は，中小企業等の役割でございます。 

 第１項として，基本理念にのっとり，経済的・社会的環境の変化に適応するため，自主的に経

営の革新又は創業及び経営基盤の強化に努めること。第２項として，地域社会を構成する一員と

しての社会的責任を自覚し，地域づくりに積極的に取り組むとともに，環境との調和に配慮し，

地域社会の維持及び発展に寄与するよう努めること。第３項として，雇用機会の確保及び人材の

育成を図るとともに，従業員が生きがいと働きがいを得ることができる職場づくりに自主的に努

めること。第４項として，市内の経済循環を促進するため，市内で生産，製造及び加工される製

品，並びに提供されるサービスの利用に努めること。第５項として，経営能力の向上を図るため，

地域経済団体へ積極的に加入するよう努めることとしております。 

 第７条は，大企業の役割として，基本理念にのっとり，その事業活動並びに地域の経済及び社

会における中小企業等の重要性について理解を深め，中小企業等の持続的な発展に貢献するよう

努めることとしています。 

 第８条は，商工会の役割でございます。 

 第１項として，中小企業等の経営力の向上，経営の革新及び経営基盤の強化，並びに創業等へ

の支援に積極的に取り組むこと。第２項として，中小企業等の実態を把握し，要望を的確に捉え，

商工会の事業活動に反映するよう努めること。第３項として，市が実施する中小企業等の振興に

関する施策の推進に連携し，及び協力するよう努めることとしております。 

 第９条は，金融機関の役割として，円滑な資金の供給，経営相談その他の方法を通じて，中小

企業等が経営の革新及び経営基盤の強化，並びに創業等に取り組むことができるよう支援するこ

とや，市が実施する中小企業等の振興に関する施策の推進について協力するよう努めることとし

ております。 

 第１０条は，支援機関等の役割として，中小企業等の経営の安定化並びに新たな事業展開等に

よる経営改善及び向上の取組を促進するため必要な支援を行うことや，中小企業等の振興に関す

る施策の実施に協力するよう努めることとしております。なお，ここで言う支援機関等とは，中

小企業診断士や税理士会，法人会などを想定しております。 

 第１１条は，市民の理解と協力としまして，中小企業等の振興が，地域経済の発展及び市民生

活の向上に果たす役割の重要性を理解し，中小企業等を支援する観点から，市内で生産，製造及

び加工される製品，並びに提供されるサービスの利用に努めるとともに，中小企業等の振興に関

する施策の実施に協力するよう努めることとしております。 
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 第１２条は，災害時等における事業継続として，市は，自然災害又は感染症等の影響により，

中小企業等の事業の継続に影響が出ないよう関係機関と連携し，必要な施策を講ずるものとして

おります。 

 附則でございますが，本条例を本年４月１日から施行するものでございます。 

 本条例の施行を機に，さらなる中小企業・小規模企業の振興に取り組んでまいります。 

 議案第４号は，以上でございます。 

 続きまして，１１ページをご覧願います。 

 議案第５号は，常陸太田市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてでございます。 

 提案理由でございますが，「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

が令和３年５月１９日に公布され，「個人情報の保護に関する法律」の地方公共団体に係る規定

が，令和５年４月１日から施行されるため，本条例を制定するものでございます。 

 １２ページをご覧願います。 

 第１条は，趣旨でございます。「個人情報の保護に関する法律」の施行に関し必要な事項を定

めるものでございます。 

 第２条は，定義でございます。 

 第３条は，開示請求に係る手数料でございます。開示請求に係る手数料を文書１件当たり３０

０円とするとともに，写しの交付や送付に要する費用負担を定めるものでございます。 

 第４条は，実施状況の公表でございます。毎年度，実施機関における実施状況を取りまとめ，

公表することを定めるものでございます。 

 附則でございますが，第１条は施行期日でございます。本条例は，本年４月１日から施行する

ものでございます。 

 第２条は，本年４月１日に現行の常陸太田市個人情報保護条例を廃止するものでございます。 

 第３条及び第４条は，経過措置でございます。現行条例の廃止に伴う経過措置として，条例廃

止後においても条例廃止前の個人情報の保護を定めるものでございます。 

 議案第５号は，以上でございます。 

 続きまして，少し飛びまして，４８ページをご覧願います。 

 議案第６号は，常陸太田市診療所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正についてでございます。 

 提案理由でございますが，天下野診療所の診療日及び診療時間の見直しにつきましては，昨年

の１２月議会で議案第２３号として議決をいただいているところではございますが，議案の議決

後，市医師会において，診療日・診療時間を増やすことができることになりましたことから，議

決いただいた改正条例を見直すものでございます。 

 ４９ページをご覧願います。 

 条例中，別表第１の診療日と診療時間についての改正でございます。 

 １２月議会の改正では，診療日を火曜日，木曜日，金曜日，第３・第５を除く土曜日に，診療

時間につきましては，午後０時３０分から午後２時３０分までに変更しました。 
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 今回の改正案では，月曜日と第１・第４火曜日は午後２時から午後４時半まで，第２，第３，

第５火曜日，水曜日，木曜日は午前９時から午後０時３０分までと，午後２時から午後４時半ま

で，第１，第２，第４及び第５土曜日は午後９時から午後０時３０分までに変更します。 

 ５０ページをご覧願います。 

 附則でございますが，１２月議会の改正では，令和４年４月１日からの施行としておりました

が，今回は改正する前の条例改正となりますことから，公布の日からの施行とするものでござい

ます。 

 議案第６号は以上でございます。 

 続きまして，５２ページをご覧願います。 

 議案第７号は，常陸太田市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでござい

ます。 

 提案理由でございますが，市営住宅の一部を用途廃止するため，本条例の一部改正を行うもの

でございます。 

 改正の内容につきましては，新旧対照表によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，５４ページをご覧願います。 

 市営住宅の名称，位置等について規定しております別表第１につきまして，幡町団地１を８戸

からゼロとすることから廃止，幡町団地２を８戸からゼロとすることから廃止，新宿町団地４を

２０戸から１５戸へ，松平団地１を８戸からゼロとすることから廃止するものでございます。 

 恐れ入りますが，５３ページへお戻り願います。 

 附則でございますが，本条例は公布の日から施行するものでございます。 

 議案第７号は，以上でございます。 

 続きまして，５５ページをご覧願います。 

 議案第８号は，常陸太田市郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでござ

います。 

 提案理由でございますが，「博物館法の一部を改正する法律」が令和４年４月１５日に公布さ

れ，本年４月１日から施行されるため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，新旧対照表でご説明いたします。 

 恐れ入りますが，５７ページをご覧願います。 

 第１条は，条例制定の趣旨に関する規定でございます。現在，根拠を「博物館法」第１８条と

しておりますが，法改正により本条が削除されますことから，公の施設の設置や管理等に関して

条例制定を規定している「地方自治法」第２４４条の２第１項に改めるものでございます。 

 第３条は，管理に関する規定でございます。現行，根拠を「博物館法」第１９条としておりま

すが，本条が削除されますことから，教育委員会が博物館を管理等すると規定している「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律」第２１条に改めるものでございます。 

 第７条第４号は，現行第１条で「博物館法」を「法」と規定しておりますが，当該規定を削除

しますことから「博物館法」と明記するものでございます。 
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 第１４条は，法の改正に伴い条ずれが生じておりますことから繰り下げますとともに，協議会

の根拠規定である第１項を明記するものでございます。 

 恐れ入りますが，５６ページにお戻り願います。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第８号は，以上でございます。 

 続きまして，５８ページをご覧願います。 

 議案第９号は，デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関

係条例の整理についてでございます。 

 提案理由でございますが，「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

が令和３年５月１９日に公布され，「個人情報の保護に関する法律」の地方公共団体に関する規

定が，本年４月１日から施行されるため，関係条例の整理を行うものでございます。 

 改正内容につきましては，新旧対照表によりご説明いたします。 

 ６４ページをご覧願います。 

 今回，一括改正いたします条例は２条例ございます。 

 初めに，常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正でございます。 

 第１条の設置の目的，第２条の所掌事務及び第６条の定義では，「個人情報の保護に関する法

律」の規定を追加や字句の整理をしてございます。 

 また，第２条の第２項に実施機関を明記しております。 

 第６条につきましては，本条例の用語を定義するものでございます。 

 その他，第６条の定義を踏まえた字句の整理や条ずれなどの整理を行うものでございます。 

 ６８ページをご覧願います。 

 常陸太田市情報公開条例の一部改正でございます。 

 第１条目的から７０ページ，第７条行政文書の開示義務までは，字句の整理を行うものでござ

います。 

 第７条第１項第２号柱書きでは，個人情報に電子データ等も含まれることを明記してございま

す。 

 次のページをご覧願います。 

 同条同号ウについては，国家公務員や独立行政法人等の職員を情報公開条例上，不開示としな

いことを明記してございます。 

 同条第３号では，行政機関が個人情報を加工した匿名加工情報等についても，本条例時を開示

されることを規定してございます。 

 これ以降，７７ページの第１７条手数料の規定までは，字句の整理をしてございます。加えま

して，第１７条第１項につきましては，「個人情報の保護に関する法律」施行条例の開示請求等

に関する手数料との整合性を図るため，手数料の改正を行うものでございます。 

 以降，第３０条まで字句の整理となっています。 

 議案書６３ページにお戻り願います。 
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 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第９号は，以上でございます。 

 続きまして，８０ページをご覧願います。 

 議案第１０号は民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理についてでございま

す。 

 提案理由でございますが「民法等の一部を改正する法律」が令和４年１２月１６日に公布され，

同日から施行されたため，懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を設けております関係条例を

一括して改正するものでございます。 

 改正内容につきましては，新旧対照表によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，８２ページをご覧願います。 

 今回一括改正いたします関係条例は，２条例ございます。 

 まず，常陸太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でご

ざいます。表の右側，現行欄に記載の懲戒に係る権限の濫用禁止について規定しております第１

３条を，左側，改正案のとおり，削除とするものでございます。 

 次に，８３ページをご覧願います。 

 常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につ

きましても，同様に第２６条の規定を削除とする一部改正をするものでございます。 

 恐れ入りますが，８１ページにお戻り願います。 

 附則でございますが，本条例は公布の日から施行するものでございます。 

 議案第１０号は，以上でございます。 

 続きまして，８４ページをご覧願います。 

 議案第１１号はこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関

係条例の整理についてでございます。 

 提案理由でございますが，「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」

が令和４年６月２２日に公布され，本年４月１日から施行されるため，関係条例の整理を行うも

のでございます。 

 この法律は「こども家庭庁設置法」の施行に伴い，「子ども・子育て支援法」や「学校教育法」

の規定を引用しております関係条例について，条項のずれが生じますことから，一括して改正す

るものでございます。 

 恐れ入りますが，８５ページをご覧願います。 

 今回一括改正いたします関係条例は，３条例ございます。 

 まず，第１条として，常陸太田市子ども・子育て会議設置条例，第２条として，常陸太田市特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例，第３条として，常

陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正を行います。 

 具体的な改正につきましては，後ほど新旧対照表にてご確認お願いいたします。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行するものでございます。 
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 議案第１１号は，以上でございます。 

 続きまして，１０１ページをご覧願います。 

 議案第１２号は，児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に

伴う関係条例の整理についてでございます。 

 提案理由でございますが，「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令」が令和４年１１月３０日に，「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令」が同年１２月２８日に公布され，両省令共に本年４月１日から施行されるため，関係条

例の整理を行うものでございます。 

 今回一括改正いたします関係条例は，２条例ございます。 

 内容につきましては，改正が多岐にわたりますことから，別ファイル資料によりご説明いたし

ます。 

 恐れ入りますが，会議資料一覧にお戻りいただきまして，【附属資料】議案第１２号をお開き

いただき，令和５年第２回市議会定例会議案第１２号資料，表題，「児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準等の一部を改正する省令」の施行に伴う関係条例の整理についてをご覧願います。 

 １は，改正の背景でございます。園児が，送迎バスに置き去りにされるなどの重大事故が繰り

返し発生する中，児童の安全確保に関する取組が義務付けされたことから，関係条例の整理を行

うものでございます。 

 ２は，改正条例の内容でございます。 

 まず，第１条として，常陸太田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正でございます。 

 表の左側，厚生労働省令第１５９号に関する改正でございますが，第５条の２と第１１条の２

を新たに追加し，第１２条第２項を一部改正いたします。 

 まず，第５条の２は，安全計画の策定等を事業者に義務づける内容となっております。具体的

には，①安全計画を策定し，当該安全計画に従い，必要な措置を講じること。②職員に対し，安

全計画について周知するとともに，研修及び訓練を定期的に実施すること。③保護者との連携確

保に向けて，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。④定期的に

安全計画の見直しを行い，必要に応じて変更を行うことを規定いたします。 

 なお，米印に記載のとおり，既に放課後児童クラブ運営指針により，一定の安全に関する取組

が行われていることから，①から③については，経過措置として令和６年３月３１日までの間，

努力義務とする規定を附則に設けます。 

 第１１条の２は，事業者に業務継続計画の策定等の努力義務を求める内容となっております。

具体的には，①感染症や非常災害の発生時に支援の提供の継続や早期の業務再開に向けた業務継

続計画を策定し，当該計画に従い必要な措置を講ずるよう努めること。②職員に対し，業務継続

計画について周知するとともに，研修及び訓練を定期的に実施するよう努めること。③定期的に

業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて変更を行うよう努めることを規定いたします。 

 第１２条第２項は，衛生管理等の一部改正でございます。事業者は職員に対し，感染症及び食
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中毒の予防及び蔓延防止のための研修並びに感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練を定期的

に実施するよう努めること，と事業者が取るべき措置を明確にするものでございます。 

 次に，表の右側，厚生労働省令第１７５号に関する改正でございますが，新たに追加いたしま

す第５条の３については，自動車を運行する場合の所在の確認として，①利用者の乗車及び降車

の際に，点呼等の方法により利用者の所在を確認することを規定いたします。 

 次に，第２条は常陸太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正でございます。 

 表の左側，厚生労働省令第１５９号に関する改正でございますが，第７条の２を新たに追加し，

第１０条及び第１４条第２項を一部改正いたします。 

 まず，第７条の２は，安全計画の策定等を事業者に義務づける内容となっております。具体的

には，先ほどの常陸太田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正と同様でございます。 

 次に第１０条は，他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準の一部改正

でございます。具体的には，家庭的保育事業所等が他の社会福祉施設等を併設する場合，これま

で本条のただし書で特有の設備や専従の人員を求めていたものを，保育に支障がない場合に限り，

併設する施設の設備及び職員を兼ねることができるとするものでございます。 

 第１４条第２項衛生管理等は，常陸太田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正と同様でございます。 

 次に，表の右側，厚生労働省令第１７５号に関する改正でございますが，新たに追加いたしま

す第７条の３は，自動車を運行する場合の所在の確認として，①乳幼児のために自動車を運行す

る場合，乳幼児の乗車及び降車の際に，点呼等の方法により乳幼児の所在を確認すること。②乳

幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合，当該自動車に乳幼児の見落としを防止

するブザー等の装置を備え，降車時の乳幼児の所在を確認することを規定いたします。 

 なお，米印に記載のとおり，経過措置として，ブザー等による乳幼児の見落とし防止が困難な

場合，令和６年３月３１日までの間，ブザー等の設置に代わる措置を講じて，乳幼児の所在の確

認を行わなければならないとの規定を附則に設けます。 

 恐れ入りますが，議案書の１０４ページにお戻り願います。 

 附則でございますが，本条例は本年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第１２号は，以上でございます。 

 続きまして，１１２ページをご覧願います。 

 議案第１３号は，常陸太田市緑地広場の設置及び管理に関する条例の廃止についてでございま

す。 

 提案理由でございますが，本施設の開設当初から維持管理をしていただいておりました任意団

体から，維持管理の継続が難しい旨の申出があり，また，施設の維持管理を行う団体等もなく，

施設の設置趣旨を遂行していくことが困難であることから，施設を用途廃止するため，本条例を

廃止するものでございます。 
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 １１３ページをご覧願います。 

 附則でございますが，第１項として，本条例は本年４月１日に施行するものでございます。 

 第２項として，本施設の廃止に伴い，常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例から，

本条例を削除等するものでございます。 

 議案第１３号は，以上でございます。 

 続きまして，１１４ページをご覧願います。 

 議案第１４号は，訴えの提起についてでございます。 

 下記の訴えを提起いたしたく，「地方自治法」第９６条第１項第１２号の規定により，議会の

議決を求めるものでございます。 

 内容については，別資料にてご説明いたします。 

 次の１１５ページの別紙，訴えの提起概要をご覧願います。 

 常陸太田市宮本町字田町３２３番１ほか７筆の土地は，道路事業に必要な用地であるため，用

地の取得を進めてきました結果，現在までに持分１０分の９が常陸太田市の所有となっておりま

す。残りの持分１０分の１の登記簿名義人の下記相続人８名のうち，７名は所有権移転の交渉に

応じていただいておりますが，残りの１名は交渉に応じていただけない状況でございます。 

 市の持分が１０分の９を占めることから，共有物分割請求訴訟のうち，代償分割請求の方法に

より，残る１０分の１の用地を取得するため，常陸太田市宮本町字田町３２３番１ほか７筆の土

地登記簿名義人の相続人８名に対して，訴えを提起するものでございます。 

 １の土地の表示でございますが，常陸太田市宮本町字田町３２３番１から常陸太田市宮本町字

田町３２３番１０までの８筆でございます。地目・地積は記載のとおりでございます。 

 続きまして，２の被告となるべきものでございますが，茨城県日立市田尻町２丁目３番６号の

田尻一枝氏のほか，次の１１６ページの（８）田尻勤氏までの８名でございます。 

 恐れ入りますが，１１４ページにお戻り願います。 

 ３の本件に関する取扱いに記載のとおり，本訴訟は弁護士に委任して行います。 

 議案第１４号は，以上でございます。 

 続きまして，１１７ページをご覧願います。 

 議案第１５号と第１６号の２議案につきましては，市道路線の廃止認定に関する議案となりま

す。本来であれば，ご審議いただきます市道路線の位置等につきましては，図面に基づいてご説

明するところでございますが，位置図と配置図をファイル名【附属資料】議案第１５号・第１６

号として，タブレット上の本日の会議資料に収納するとともに，共有資料といたしまして，別途，

議会事務局に配付させていただいておりますので，本日の説明は議案書による説明とさせていた

だき，市道路線の位置図等につきましては，後ほどご確認いただきたく存じます。ご了承のほど，

よろしくお願い申し上げます。 

 それでは，議案についてご説明いたします。 

 議案第１５号は，常陸太田市道路線の廃止についてでございます。 

 提案理由でございますが，現況市道の見直しに伴う市道路線の整理を行い，市道路線を廃止す
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るため，「道路法」第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 １１８ページをご覧願います。 

 今回，廃止を予定しております市道の一覧表でございます。市道金１Ｂ５４号線から１２３ペ

ージの最下段，市道金４Ｂ８３１号線までの７１路線につきましては，形式上，市道としての認

定基準を満たしてはいるものの，現地確認の結果，墓地や山林への連絡道や農地への作業用道路，

その他，限定的な利用状況で一般の用に供していない道路であることを確認いたしました。 

 また，市道路線としての廃止後は，法定外道路として市が管理すること，家屋が隣接している

道路につきましては，地元への説明を行った上で「道路法」の適用から除外するものでございま

す。 

 議案第１５号は，以上でございます。 

 続きまして，１２４ページをご覧願います。 

 議案第１６号は，常陸太田市道路線の認定についてでございます。 

 提案理由でございますが，茨城県が施工する県道整備に伴う旧道移管による市道路線を認定す

るため，「道路法」第８条第２項の規定により，議会の議決を求めるものでございます。 

 １２５ページをご覧願います。 

 市道里８－９１９７号線につきましては，県道茨城大子線の里川町地内の整備に伴う旧道区間

を市道として認定するものでございます。 

 なお，この路線につきましては，茨城県と管理の移管に向けた協議や現地確認を行い，県にお

いて整備を行った後に，市へ移管される予定となっております。 

 提出議案に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第１７号ないし議案第２４号 

○藤田謙二議長 次，日程第５，議案第１７号令和４年度常陸太田市一般会計補正予算（第１２

号）について，議案第１８号令和４年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて，議案第１９号令和４年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て，議案第２０号令和４年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について，議案第

２１号令和４年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）について，議案第２２号令和４年

度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）について，議案第２３号令和４年度常陸太

田市簡易水道事業会計補正予算（第３号）について，議案第２４号令和４年度常陸太田市下水道

事業等会計補正予算（第５号）について，以上８件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔田中慈和副市長 登壇〕 

○田中慈和副市長 提案者に代わりまして，ご説明いたします。 

 ファイル名０３補正予算書（議案第１７号から議案第２４号）のファイルをお開きいただきま

して，１ページをご覧願います。 

 私からは，議案第１７号から議案第２０号までの４件についてご説明いたします。 
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 ２ページをご覧願います。 

 議案第１７号は，令和４年度常陸太田市一般会計補正予算（第１２号）でございます。 

 ３ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ９億8,３９４万4,０００円を減額し，総額を２６

４億6,３１７万2,０００円とするものでございます。 

 第２条で繰越明許費の設定，第３条で債務負担行為の補正，第４条で地方債の補正を行ってお

ります。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１４ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 ２段目の１４款１項５目商工使用料の補正につきましては，竜神大吊橋使用料について，渡橋

者数が当初見込みより減少する見込みとなりますことから，1,３８３万8,０００円を減額するも

のでございます。 

 ３段目の１５款１項２目衛生費国庫負担金の補正につきましては，新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業の接種見込み回数が見込みより５万回ほど減少する見込みでありますことから，7,６

４９万9,０００円を減額するものでございます。 

 最下段の同款２項１目総務費国庫補助金のうち，右側説明の欄，１行目の地域公共交通確保維

持改善事業費補助金の補正につきましては，当初予算で計上しておりました自動運転車両及び電

動キックボードの実証実験の財源として，国から交付決定されたことに伴い，2,０１３万2,００

０円を追加するものでございます。 

 ２行目の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の補正につきましては，今回の補

正の財源として追加，減額の合計が，予算上，4,４８４万4,０００円の減額となるものでござい

ます。 

 なお，予算書には計上されていませんが，令和４年度予算において，一般財源で行うこととし

ていた事業の財源に充当することで，交付限度額満額の交付申請を行ってまいります。 

 １５ページをご覧願います。 

 上段は，款項の記載はございませんが，１５款２項国庫補助金でございます。２目民生費国庫

補助金の１節社会福祉費補助金のうち，右側説明の欄３行目の電力・ガス・食料品等価格高騰緊

急支援給付金給付事業費補助金の補正につきましては，該当世帯数を当初，令和３年の所得の状

況から5,５６４世帯と見込んでおりましたが，最終的な申請世帯数が4,７９１世帯となったため，

７７３世帯分，3,８６５万円を減額するものでございます。 

 同款同項６目教育費国庫補助金の１節小学校費補助金のうち，右側説明の欄３行目の学校施設

環境改善交付金の補正につきましては，本市が要望しておりました機初小学校及び峰山小学校の

照明のＬＥＤ化について，本年１月２７日付で国の補助内定があったことに伴い，1,０４４万2,

０００円を追加するものでございます。 

 １６ページをご覧願います。 
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 ２段目の１６款２項１目総務費県補助金のうち，右側説明の欄２行目の新たな移動サービス導

入等支援事業費補助金の補正につきましては，当初予算で計上しておりました，予約型乗り合い

タクシーＡＩ運行システム導入調査業務の財源として，県から交付決定されたことに伴い，２４

７万9,０００円を追加するものでございます。 

 同款同項４目農林水産業費県補助金のうち，右側説明の欄一番下，多面的機能支払交付金の補

正につきましては，県の予算配分額の確定により８５１万9,０００円を減額するものでございま

す。 

 １７ページをご覧願います。 

 ３段目の１８款１項１目一般寄附金の補正につきましては，里美ふるさと振興公社が公益法人

から一般財団法人に移行した際，作成しました公益目的支出計画では，小里牧場の管理・運営事

業等を行うための支出に対する税の優遇措置分について，小里牧場の廃止に伴い，本年度から令

和３８年度まで本市へ寄附することに変更しましたことから，３０８万円を追加するものでござ

います。 

 最下段の１９款２項１目財政調整基金繰入金の補正につきましては，各事業費の確定などによ

り，歳出予算が減額となりましたことから，３億3,５９１万4,０００円を減額するものでござい

ます。 

 同款同項２目減債基金繰入金の補正につきましても，財政調整基金繰入金と同様，３億4,８９

９万円を減額するものでございます。 

 同款同項６目県北教育旅行推進事業基金繰入金の補正につきましては，新型コロナウイルス感

染症の影響により，事業内容の見直しや受入れ人数が当初見込みよりも少なかったことにより，

1,７１３万9,０００円を減額するものでございます。 

 １８ページをご覧願います。 

 最下段の２１款４項３目の３節雑入のうち，右側説明の欄１行目の売電収入の補正につきまし

ては，里美風力発電設備の売電収入が当初見込みよりも少なかったことから，1,２７２万5,００

０円を減額するものでございます。 

 １９ページをご覧願います。 

 下段の２２款１項１目衛生費の補正につきましては，歳出予算で補正をいたします，上下水道

部が行う安全対策事業費への一般会計出資金額が確定したことに伴い，1,４３０万円を減額する

ものでございます。 

 同款同項３目土木債のうち，右側説明の欄１行目の道路橋梁整備事業債の補正につきましては，

日立電鉄跡地線，真弓鴫内線整備事業費が確定したことに伴い，４１０万円を減額するものでご

ざいます。 

 ２行目の公共事業等整備事業債の補正につきましては，上河合町から粟原町に架かる東橋の長

寿命化整備事業費が確定したことに伴い，８７０万円を減額するものでございます。 

 同款同項５目過疎対策事業債のうち，右側説明の欄１行目の過疎地域自立促進特別事業債の補

正につきましては，交通対策事業費が確定したことに伴い，２７０万円を減額するものでござい
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ます。 

 ２行目の林道整備事業債の補正につきましては，奥久慈グリーンライン林道整備事業費が確定

したことに伴い，５３０万円を減額するものでございます。 

 ３行目の道路橋梁整備事業債の補正につきましては，和田岩手線，吹上戸屋下線，繁寺前線の

整備事業費が確定したことに伴い，４００万円を減額するものでございます。 

 ４行目の運動公園整備事業債の補正につきましては，町田運動公園，大里ふれあい広場整備事

業費が確定したことに伴い，３７０万円を減額するものでございます。 

 同款同項６目合併特例事業債のうち，右側説明の欄１行目の道路橋梁整備事業債の補正につき

ましては，新宿天神林線，市道０１３９号線の整備事業費が確定したことに伴い，2,４００万円

を減額するものでございます。 

 ２行目の新市街地開発促進事業債の補正につきましては，東部土地区画整理事業の事業費が確

定したことに伴い，２２０万円を減額するものでございます。 

 同款同項１０目教育債の補正につきましては，歳出予算において補正をいたします機初小学校

及び峰山小学校における照明のＬＥＤ化事業の財源として，2,０４０万円を追加するものでござ

います。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，２０ページからは歳出でございますが，今回の補正につきましては，年度末を迎

え，各事業費の確定や，これに伴う国県補助金の返還，契約差金などが補正の主な原因となって

おりますので，新たに追加する事業について，別添資料にてご説明させていただきます。 

 恐れ入りますが，会議資料一覧にお戻りいただき，【附属資料】議案第１７号をお開き願いま

す。 

 令和４年度一般会計補正予算（第１２号）概要でございます。 

 １ページは，新型コロナウイルス感染症対策，電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業で

ございます。 

 １は，交通対策事業でございます。予算措置は，２款１項１４目交通対策費の１８節負担金，

補助及び交付金から1,４０５万9,０００円を減額するものでございます。 

 右側，事業内容欄をご覧願います。 

 上段の地域間幹線系統路線バス事業者支援として，中段の高速バス事業者支援を追加し，下段

の地方バス路線維持補助金の減額を合わせて行うものでございます。 

 それぞれ内容をご説明いたします。 

 上段の地域間幹線系統路線バス事業者支援として，1,３００万円を追加いたします。 

 左側，財源は，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当いたします。 

 事業内容でございますが，新型コロナウイルス感染症の影響による移動需要の減少により減収

が顕著である地域間幹線路線バス事業者に対し，運行継続のため，支援金を支給するものでござ

います。 

 対象は，令和４年４月から１２月までの間に，売上げが令和元年同月比で５０％以上の減少と
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なった月のある地域間幹線路線バス事業者でございます。 

 支給額は，バスを運行した日，１日当たり上限３万9,０００円。支給対象期間は，令和４年４

月から令和５年３月まで。支給時期は３月中でございます。 

 中段の高速バス事業者支援でございますが，６７０万円を追加いたします。 

 左側，財源は，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当いたします。 

 事業内容でございますが，新型コロナウイルス感染症の影響による移動需要の減少により減収

が顕著である高速バス事業者に対し，運行継続のため支援金を支給するものでございます。 

 対象者は，令和４年４月から１２月までの間に，売上げが令和元年同月比で５０％以上の減少

となった月のある高速路線バス事業者でございます。 

 支給額は，バスを運行した日，１往復当たり上限１万9,２００円。支給対象期間は，令和４年

４月から令和５年３月まで。支給時期は３月中でございます。 

 下段の地方バス路線維持補助金の減額でございます。3,３７５万9,０００円を一般財源活用事

業費から減額いたします。 

 １といたしまして，当初予算に計上した地方バス路線維持補助金に替えて，上記の地域間幹線

系統路線バス事業者支援及び高速バス事業者支援を行うことにより，事業費を減額するものでご

ざいます。 

 併せまして２でございますが，当初予算及び補正予算におきまして，同一の款項目節に計上し

ておりました下記（１）から（４）までの補助金及び支援金につきまして，事業費の確定により，

記載の金額を減額するものでございます。 

 ２は，電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援でございます。 

 予算措置は，３款１項１目社会福祉総務費に，１０節需用費，１１節役務費の事務費並びに１

８節負担金，補助及び交付金，合わせまして，4,８３２万2,０００円を追加するものでございま

す。 

 財源は，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当いたします。 

 事業内容でございますが，電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ，特に家計

への影響が大きい低所得世帯に対し，給付金を支給するものでございます。 

 対象は，（１）の，令和４年度分住民税均等割が非課税である世帯が4,７７４世帯，（２）の

令和４年１月から１２月までの間に家計が急変し，同一の世帯に属する者全員が住民税非課税と

同様の事情にあると認められる世帯が１５世帯でございます。 

 支給額は一律１万円，支給時期は３月中でございます。 

 ３は，指定管理者電力価格高騰支援でございます。 

 予算措置は，３款１項８目社会福祉施設費から９款６項４目体育施設費の，こちらに記載の５

科目にそれぞれ１８節負担金，補助及び交付金，合わせまして１６０万円を追加するものでござ

います。 

 財源は，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当いたします。 

 事業内容でございますが，コロナ禍において，電力価格高騰の影響が特に大きい高圧電力契約
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による電力供給を受けている公共施設の指定管理者に対し，支援金を支給するものでございます。 

 対象者は，本市の指定管理施設のうち，高圧電力を利用する施設を管理する事業者で，令和４

年度の電気料金において，実績見込額が事業計画額よりも増加している施設を管理する事業者で，

これらに記載の１０社でございます。 

 支援額は，本市の指定管理施設のうち，高圧電力を利用する施設において，小売電気事業者か

ら供給を受けた令和４年４月分から９月分までの６か月分の使用電力量の総量に係る支払い済み

の電気料金のうち，任意に選択した３か月分の使用電力量の総量に，１キロワットアワー当たり

２円を乗じた金額といたしまして，事業者名の後に記載の金額が，各事業者への支援額でござい

ます。この支援額につきましては，米印の１つ目に記載のとおり，令和４年度一般会計補正予算

（第８号）により行いました市内事業者への支援と同様の内容となっております。 

 最下段，合計でございますが，新型コロナウイルス感染症対応，電力・ガス・食料品等価格高

騰重点支援事業といたしまして，3,５８６万3,０００円を追加するものでございます。 

 ２ページをご覧願います。 

 その他の追加補正でございます。 

 １は，下水道事業等会計への繰り出しでございます。 

 予算措置は，７款５項１目下水道費に，１８節負担金，補助及び交付金1,４８４万7,０００円

を追加するものでございます。 

 事業内容でございますが，公共下水道事業の不適切対応により発生した不具合等への対策費用

の一部に充てること並びに早期の問題解消による社会的信用の回復に資することを目的に，特別

職及び職員の給与を減額するために提出した，令和４年議案第８５号常陸太田市職員の給与に関

する条例等の一部改正についてが修正可決されたことを受け，町会や自主返納分と合わせまして，

公共下水道事業の不適切対応により発生した不具合等への対策費用の一部に充当するものでござ

います。 

 下記の職員給与減額等一覧のとおりの金額を国民健康保険特別会計，後期高齢者医療特別会計，

介護保険特別会計におきましては，一般会計からの繰出金を減額し，公営企業会計におきまして

は，１９款１項４目公営企業会計繰入金で一度歳入いたしまして，下水道事業等会計に繰り出す

ものでございます。 

 なお，本繰り出しにつきましては，事業の進捗状況に合わせまして，繰越しいたします。 

 ２は，小学校整備事業でございます。 

 予算措置は，９款２項１目小学校の学校管理費に，１２節委託料及び１４節工事請負費合わせ

まして，3,１０２万円を追加するものでございます。 

 財源は，事業費の３分の１を国の学校施設環境対策交付金を，残る３分の２を地方債で充当い

たします。 

 事業内容でございますが，本市が要望しておりました小学校の照明のＬＥＤ化について，本年

１月２７日付で文部科学省の補助内定があったことに伴い，整備を実施するものでございます。 

 対象施設は，峰山小学校の校舎，機初小学校の校舎及び屋内運動場で，整備完了予定は令和５
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年度中でございます。 

 歳出は以上でございます。 

 恐れ入りますが，ファイル名０２補正予算書（議案第１７号から議案第２４号）にお戻りいた

だきまして，８ページをご覧願います。 

 第２表は繰越明許費でございます。 

 資材の調達や関係機関等との調整に日時を要したもの，国補助の採択に伴い，新年度事業とし

て実施するものなど，１行目の山田地域交流センター整備事業から９ページの最終行，新体育館

整備事業までの合計２０事業をそれぞれの金額の範囲において，翌年度に繰り越すものでござい

ます。 

 １０ページをご覧願います。 

 第３表は債務負担行為補正でございます。 

 １の変更でございますが，令和４年度一般会計補正予算（第９号）において追加をいたしまし

た，天下野診療所指定管理業務につきまして，議案第５号のとおり，診療日及び診療時間を変更

することに伴い，限度額を変更するものでございます。 

 １１ページをご覧願います。 

 第４表は地方債補正でございます。 

 １の追加につきましては，小学校における照明のＬＥＤ化事業の財源とするため，追加するも

のでございます。なお，起債の方法，利率，償還の方法につきましては，記載のとおりでござい

ます。 

 ２の変更でございますが，市債対象事業費の確定により，限度額合計を左側の１７億4,８６１

万7,０００円から右側の１７億１万7,０００円に減額するものでございます。 

 議案第１７号は以上でございます。 

 続きまして，７２ページをご覧願います。 

 議案第１８号は，令和４年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でございま

す。 

 ７３ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,１５５万5,０００円を減額し，総額を５３億7,

３７７万2,０００円とするものでございます。 

 主な補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，７８ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 上段の５款１項１目利子及び配当金の補正につきましては，支払準備基金利子の増額に伴うも

のでございます。 

 ２段目の６款１項１目一般会計繰入金の補正につきましては，国の負担金等の確定によるもの，

及び歳出予算の減額補正によるものでございます。 

 最下段の６款２項１目支払準備基金繰入金の補正につきましては，歳入歳出予算調整による減
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額でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，７９ページからは歳出でございますが，今回の補正につきましては，費用の確定，

または契約差金などが補正の要因となっておりますので，主なものを中心にご説明させていただ

きます。 

 上段の１款１項１目一般管理費の補正のうち，２節給料４節共済費及び２段目の同款２項１目

徴税総務費の２節給料につきましては，育児休暇を取得している職員分などについて，減額する

ものでございます。 

 最下段の同款３項運営協議会費の補正につきましては，協議会開催回数の減や研修会の中止な

どにより，合わせまして１４万7,０００円を減額するものでございます。 

 ８０ページをご覧願います。 

 ３段目の２款３項出産育児諸費及び４段目の同款４項葬祭諸費の補正につきましては，当初見

込みよりも少ないことから，合わせまして１４４万1,０００円を減額するものでございます。 

 ８１ページをご覧願います。 

 上段の５款２項特定健康診査等事業費の補正につきましては，集団検診について受診者が見込

みよりも少ないと見込まれることから，４８３万2,０００円を減額するものでございます。 

 最下段の７款１項償還金及び還付加算金の補正につきましては，令和３年度分特別交付金の精

算に伴う国庫支出金への返還金として，５万8,０００円を追加するものでございます。 

 議案第１８号は以上でございます。 

 続きまして，８５ページをご覧願います。 

 議案第１９号は，令和４年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。 

 ８６ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ６２３万9,０００円を減額し，総額を８億6,１５

１万4,０００円とするものでございます。 

 内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 ９１ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 上段の３款１項１目事務費繰入金の補正につきましては，歳出予算の減額補正により，２２万

3,０００円を減額するものでございます。 

 同じく，同款同項２目保険基盤安定繰入金の補正につきましては，本年度の額の確定に伴い，

６０１万6,０００円を減額するものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 ９２ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 １款１項総務管理費の補正につきましては，電算委託料の確定などにより，合わせて２２万3,
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０００円を減額するものでございます。 

 ２段目の２款１項後期高齢者医療広域連合納付金の補正につきましては，低所得者等における

保険料軽減分の市負担金確定に伴い，６０１万6,０００円を減額するものでございます。 

 議案第１９号につきましては，以上でございます。 

 続きまして，９４ページをご覧願います。 

 議案第２０号は，令和４年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 ９５ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ１億4,１４０万7,０００円を減額し，総額を６０

億7,３６３万3,０００円とするものでございます。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１００ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 １段目の３款国庫支出金から５段目の５款県支出金までの補正につきましては，介護給付費及

び介護予防に係る地域支援事業費の減額に伴い，合わせまして9,０４７万4,０００円を減額する

ものでございます。 

 最下段から次のページにございます，７款１項一般会計繰入金の補正につきましては，介護給

付費，地域支援事業費，職員の給与減額分などに伴い，合わせまして5,０９３万3,０００円を減

額するものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 １０２ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 上段の１款１項１目一般管理費の補正につきましては，職員及び会計年度任用職員の給与，期

末・勤勉手当，共済費等の人件費及び役務費や委託料など事務費の減額を見込みますことから，

合わせまして４９８万4,０００円を減額するものでございます。 

 下段の１款３項介護認定審査会費の補正につきましては，新型コロナウイルス感染症拡大の影

響によりまして，介護認定期間の延長措置により，訪問調査件数や主治医意見書の作成依頼件数

が減少したこと，また，当初予定しておりました訪問調査員が１名欠員となりましたことから，

合わせまして８４７万8,０００円を減額するものでございます。 

 １０３ページをご覧願います。 

 ２款１項介護サービス等諸費の補正につきましては，要介護１から要介護５までの認定を受け

た方で，自宅または施設で介護サービスを受けた方に対します介護給付費でございまして，予算

計上時より利用件数が減少したことから，6,９５３万9,０００円を減額するものでございます。 

 下段から次のページ上段にございます，２款２項１目介護予防サービス給付費の補正につきま

しては，要支援１，要支援２の認定を受けた方で，自宅または施設で介護サービスを受けた方に

対します介護給付費でございまして，予算計上時より利用件数が増加しましたことから，６６８

万8,０００円増額するものでございます。 
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 中段の２款３項１目審査支払手数料の補正につきましては，介護事務所から介護給付費の審査

のため，茨城県国民健康保険団体連合会に支払う手数料でございまして，審査件数が増加しまし

たことから，３３万6,０００円を増額するものでございます。 

 下段の２款４項高額介護サービス等費の補正につきましては，介護サービス費の自己負担額が

一定額を超過した場合に，その超過分を支給するサービスでございまして，予算計上時より減少

することが見込まれましたことから，２６０万3,０００円を減額するものでございます。 

 １０５ページをご覧願います。 

 上段の２款５項１目高額医療合算介護サービス費の補正につきましては，医療費と介護サービ

ス費との自己負担額の合計額が一定額を超過した場合，その超過分を支給するサービスでござい

まして，予算計上時より減少することが見込まれますことから，５６２万1,０００円を減額する

ものでございます。 

 中段の２款６項１目特定入所者介護サービス費の補正につきましては，所得が一定額に満たな

い介護福祉施設入所者やショートステイなどを利用される方に対し，食事費や移住費などについ

て負担上限を定め，その超過分を支給するサービスでございまして，予算計上時より減少が見込

まれますことから，4,２２２万4,０００円を減額するものでございます。 

 下段の４款１項２目包括的支援事業の補正につきましては，新型コロナウイルス感染症拡大に

伴い，地域ケア会議の開催数の減少による減額です。同款同項３目任意事業費につきましても，

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，家族介護教室，在宅介護リフレッシュ講座などの開催回

数が減少した一方，配食サービスや紙おむつ購入支援のニーズ増加により，合わせまして２８３

万1,０００円を増額するものでございます。 

 １０６ページをご覧願います。 

 ８款１項２目償還金の補正につきましては，令和３年度介護報酬改定等に伴うシステム改修事

業に係る国庫補助金の返還でございまして，交付決定後にシステム改修費用が低く抑えられまし

たことから，受入超過額を返還するものでございます。 

 議案第２０号は，以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 上下水道部長。 

〔畠山卓也上下水道部長 登壇〕 

○畠山卓也上下水道部長 議案第２１号から議案第２４号の４件につきまして，提案者に代わり

まして，ご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，先ほど提案説明がございました，同じく補正予算書をご覧いただきまして，

１１０ページをご覧願います。 

 議案第２１号は，令和４年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

 １１１ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正でございます。 

 支出でございますが，第１款第１項の営業費用について，２４万1,０００円を減額するもので
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ございます。 

 第３条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 

 予算第９条に定めました（１）職員給与費について，２４万1,０００円を減額するものでござ

います。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１２４ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の支出でございます。 

 １款１項１目の原水及び浄水費から同款同項３目の総係費までの補正につきましては，公共下

水道事業の不適切対応により発生しました不具合等への対策費用の一部に充てるため，職員の給

料及び管理職手当の減額をするもので，合わせまして２４万1,０００円を減額するものでござい

ます。 

 なお，１１２ページから１２３ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが

後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第２１号は，以上でございます。 

 続きまして，１２５ページをご覧願います。 

 議案第２２号は，令和４年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）でございます。 

 １２６ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正でございます。 

 支出でございますが，第１款第１項の営業費用について，４万8,０００円を減額するものでご

ざいます。 

 第３条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 

 予算第８条に定めました（１）職員給与費について，４万8,０００円を減額するものでござい

ます。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１３７ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の支出でございます。 

 １款１項３目の総係費の補正につきましては，先ほどご説明をいたしました水道事業会計の補

正と同様，職員の給料の減額をするもので，４万8,０００円を減額するものでございます。 

 なお，１２７ページから１３６ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが

後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第２２号は以上でございます。 

 続きまして，１３８ページをご覧願います。 

 議案第２３号は，令和４年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

 １３９ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 
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 第２条は，収益的収入及び支出の補正でございます。 

 支出でございますが，第１款第１項の営業費用について，６万円を減額するものでございます。 

 第３条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 

 予算第９条に定めました（１）職員給与費について，６万円を減額するものでございます。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１５０ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の支出でございます。 

 １款１項２目の配水及び給水費と同款同項３目の総係費の補正につきましては，水道事業会計

の補正と同様，職員の給料の減額をするもので，合わせまして６万円を減額するものでございま

す。 

 なお，１４０ページから１４９ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが

後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第２３号は，以上でございます。 

 続きまして，１５１ページをご覧願います。 

 議案第２４号は，令和４年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第５号）でございます。 

 １５２ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正でございます。 

 支出でございますが，第１款第１項の営業費用について，５１万4,０００円を減額するもので

ございます。 

 第３条は，資本的収入及び支出の補正でございます。 

 補填財源等につきましては，ご覧のとおりでございまして，収入の第１款第４項出資金を1,４

８４万6,０００円追加するものでございます。 

 第４条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 

 予算第８条に定めました（１）職員給与費について，５１万4,０００円を減額するものでござ

います。 

 補正内容の詳細につきましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１６５ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の支出でございます。 

 １款１項１目の管渠費から同款同項３目の総係費までの補正につきましては，水道事業会計の

補正と同様，職員の給料及び管理職手当の減額をするもので，合わせまして５１万4,０００円を

減額するものでございます。 

 １６６ページをご覧願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款４項１目１節の一般会計出資金の補正につきましては，公共下水道事業の不適切対応によ

り発生しました不具合等への対策費用の一部に充てるため，一般会計より繰り入れます出資金と
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いたしまして，1,４８４万6,０００円を追加させていただくものでございます。 

 なお，１５３ページから１６４ページに補正予算の説明書がございますので，恐れ入りますが

後ほどご覧おきいただきたいと存じます。 

 議案第２１号から議案第２４号の４件について，私からの説明は以上でございます。ご審議の

ほど，よろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 説明は終わりました。 

 なお，午前の会議はこの程度にとどめ，午後１時まで休憩いたします。 

午後０時０５分休憩 

            ─────────────────── 

午後１時００分再開 

○藤田謙二議長 休憩前に引き続き，会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 日程第６ 議案第２５号ないし議案第３２号 

○藤田謙二議長 日程第６，議案第２５号令和５年度常陸太田市一般会計予算について，議案第

２６号令和５年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第２７号令和５年度常陸

太田市後期高齢者医療特別会計予算について，議案第２８号令和５年度常陸太田市介護保険特別

会計予算について，議案第２９号令和５年度常陸太田市水道事業会計予算について，議案第３０

号令和５年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について，議案第３１号令和５年度常陸太田市

簡易水道事業会計予算について，議案第３２号令和５年度常陸太田市下水道事業等会計予算につ

いて，以上８件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔田中慈和副市長 登壇〕 

○田中慈和副市長 提案者に代わりまして，ご説明いたします。 

 ファイル名０４予算書（議案第２５号から議案第２８号）のファイルをお開きいただきまして，

令和５年度常陸太田市予算書をご覧願います。 

 次のページをご覧願います。 

 令和５年度会計別予算総括表でございます。 

 私からは，１段目の一般会計から４段目の介護保険特別会計までの４会計についてご説明いた

します。 

 ２枚お進み願います。 

 議案第２５号は，令和５年度常陸太田市一般会計予算でございます。 

 １枚お進みいただきまして，３ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額を２５４億5,３００万円とするものでございます。 

 第２条継続費，第３条地方債の規定につきましては，後ほどご説明いたします。 

 第４条は，一般借入金の借入れの最高額を２０億円とし，第５条は，歳出予算の流用について

定めるものでございます。 



 ５５ 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１７ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 上段の１款１項１目市民税個人につきましては，令和４年度予算額と比較し，1,０７５万1,０

００円増となる２２億3,３４７万5,０００円を計上いたしました。こちらは，令和４年度の見込

額から微増としたものでございます。 

 下段の同款２項１目固定資産税につきましては，令和４年度予算額と比較し，１億2,３１２万

7,０００円増となる２０億8,４１７万5,０００円を計上いたしました。こちらは，家屋増減や償

却資産について，新型コロナウイルス感染症関連の特例制度が終了することによる増などを勘案

したものでございます。 

 ２０ページをご覧願います。 

 ２段目の２款地方譲与税から，２１ページ，下から２段目の１０款１項１目地方特例交付金ま

での各種交付金につきましては，令和４年度の実績及び地方財政計画における伸びを勘案し，そ

れぞれ計上いたしました。 

 最下段の１０款２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金につきまし

ては，令和４年度予算と比較し，１００万円減の４００万円を計上いたしました。中小企業等が

先端設備を導入した際の特例措置に対する減収補填措置として交付されるものでございます。こ

ちらは，令和４年度の実績を勘案して計上したものでございます。 

 ２２ページをご覧願います。 

 上段の１１款地方交付税につきましては，令和４年度予算額と比較し，1,５００万円減の９１

億7,９００万円を計上いたしました。令和４年度の実績及び地方財政計画における伸びを勘案し，

右側説明の欄の記載のとおり，普通交付税は７８億5,５００万円を，特別交付税は１３億2,４０

０万円を見込んだものでございます。 

 ２５ページをご覧願います。 

 下段の１５款１項２目衛生費国庫負担金及び２６ページの同款２項３目衛生費国庫補助金につ

きましては，新型コロナウイルスワクチン接種事業の費用負担が未確定であることから，本予算

に計上していないため，それぞれ減額としたものでございます。 

 同款同項１目の総務費国庫補助金にお戻り願います。 

 こちらは，令和４年度までございました，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の交付が終了したことによりまして，前年度比１億７７８万8,０００円減の7,３６５万4,０００

円としたものでございます。 

 同款同項４目土木費国庫補助金につきましては，２節都市計画費補助金の右側説明の欄，都市

構造再編集中支援事業補助金について，東部土地区画整理事業の進捗により事業費が減となりま

したことなどから，前年度比２億5,３４９万2,０００円減の３億5,７１９万6,０００円としたも

のでございます。 

 ２８ページをご覧願います。 



 ５６ 

 下段の１６款２項２目民生費県補助金につきましては，１節社会福祉費補助金のうち，右側説

明の欄，下から３行目の地域医療介護総合確保基金事業補助金について，民間事業者が幡町に建

設を予定しております特別養護老人ホームの整備補助の財源として県から交付されることなどか

ら，前年度比１億6,９９０万1,０００円増の３億6,７７８万9,０００円としたものでございます。 

 ２９ページをご覧願います。 

 同款同項４目農林水産業費県補助金につきましては，右側説明の欄，中ほどの産地パワーアッ

プ事業費補助金及びオーガニックステップアップ事業費補助金について，東連地町で農業経営を

予定しております事業者に対する補助金の財源として県から交付されることなどから，前年度比

１億5,３２２万1,０００円増の３億1,６２８万3,０００円としたものでございます。 

 ３２ページをご覧願います。 

 最下段の１９款２項１目財政調整基金繰入金につきましては，歳入として，新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金の交付終了，歳出として，各施設の光熱費の高騰及び本定例会

に基金設置条例（案）を提案させていただいております公共施設等総合管理基金の新設などによ

り，前年度比４億9,８３６万3,０００円増の９億8,１８５万9,０００円としたものでございます。 

 ３３ページをご覧願います。 

 上段の同款同項６目里美風力発電設備解体基金繰入金につきましては，歳出予算で計上してお

ります里美風力発電設備解体工事の財源として，積立額全額の4,３９７万9,０００円を計上した

ものでございます。 

 同款同項９目水府地区観光施設管理基金繰入金につきましては，歳出予算で計上しております

竜神大吊橋塗装改修工事の財源として活用するため，１億5,６４０万7,０００円を計上したもの

でございます。 

 ３４ページをご覧願います。 

 下段の２１款４項３目雑入につきましては，里美風力発電所の売電収入，大子町からのし尿処

理受託金などの減により，前年度比3,２５０万8,０００円減の３億2,７９０万円としたものでご

ざいます。 

 ３７ページをご覧願います。 

 ２款市債でございます。 

 １目総務債の１１０万円，２目民生債の2,３９０万円につきましては，それぞれ駅前会館，総

合福祉会館の照明のＬＥＤ化改修工事の財源として計上いたしました。 

 ３目衛生債につきましては，令和５年度は上水道の田渡送水ポンプ場自家発電設備工事の財源

として出資するため，5,２５０万円を計上いたしました。 

 ４目農林水産業債につきましては，県が実施しております小目地区の圃場整備負担金の財源と

して，令和４年度予算額と比較し，２４０万円減の１４０万円を計上いたしました。 

 ５目土木債につきましては，大門幹線，亀作西真弓線及び山吹運動公園南側道路の整備工事，

和田町から東連地町に架かる下平橋の長寿命化工事の財源として，合わせまして令和４年度予算

額と比較し，３２０万円増の１億1,４５０万円を計上いたしました。 



 ５７ 

 ６目消防債のうち，右側説明の欄１行目の防災行政無線同報系デジタル化事業債につきまして

は，防災行政無線同報系デジタル化事業の財源として４億3,４９０万円，２行目の緊急自然災害

防止対策事業債につきましては，松平町地内広域農道法面対策詳細設計の財源として，1,０００

万円をそれぞれ計上いたしました。 

 ３行目の脱炭素化推進事業債の１１０万円につきましては，北消防署及び里美出張所の照明の

ＬＥＤ化改修工事の財源として計上いたしました。 

 ７目過疎対策事業債につきましては，和田岩手線や吹上戸屋下線など１３路線の道路整備事業，

町田運動公園整備事業，交流センターふじの長寿命化設計，金砂郷地区消防団の消防自動車の更

新，奥久慈グリーンライン整備事業の負担金，地方路線バスの維持や認定こども園通園バスの運

行など，本市の過疎地域持続的発展計画に基づき，多岐にわたり実施する事業の財源として，合

わせまして５億5,１５０万円を計上いたしました。 

 ８目合併事業特例債のうち，右側説明の欄１行目の道路橋梁整備事業債につきましては，新宿

天神林線整備事業，２行目の新市街地開発促進事業債につきましては，東部土地区画整理事業に

加えまして，３行目の新体育館整備事業債，合わせまして３億4,４００万円を計上いたしました。 

 ９目臨時財政対策債につきましては，令和４年度の実績及び地方財政計画における伸びを勘案

して，令和４年度予算と比較して，１億5,９００万円減の１億1,１００万円を計上いたしました。 

 市債全体といたしましては，最下段に記載のとおり，合計１６億4,５９０万円を計上いたしま

した。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，歳出でございます。 

 ４７ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，２款１項総務管理費でございます。 

 ５目財産管理費の１０節需用費のうち，右側説明の欄３行目の光熱水費でございますが，本庁

舎，分庁舎，駅前会館などの電気料金の高騰によりまして，前年度から1,８３３万9,０００円増

の4,２４４万4,０００円を計上いたしました。 

 なお，記載はございませんが，光熱水費につきましては，令和４年度当初予算の総額３億2,４

７８万2,０００円に対し，令和５年度当初予算では，１億5,６１２万2,０００円増の４億8,０９

０万4,０００円となっております。 

 ４８ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，同じく２款１項５目財産管理費でございます。 

 ２４節積立金でございますが，本定例会に基金設置条例（案）を提案させていただいておりま

す公共施設等総合管理基金への積立金として，予算枠１０億円から各公共施設の改修，設備の修

繕，廃止する幼稚園や市営住宅の解体予算を計上しました残額であります，１億6,０６２万5,０

００円を計上いたしました。 

 ５１ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，２款１項総務管理費でございます。 



 ５８ 

 ９目情報通信管理費の１節報酬から８節旅費までにつきましては，電子申請推進事業といたし

まして，いばらき電子申請・届出サービスを活用して，行政手続のオンライン化を図るため，申

請フォームを作成する会計年度任用職員の人件費等を計上いたしました。令和５年度は，７００

種類の申請フォームを作成する予定です。 

 同じく１２節委託料のうち，次のページにお進みいただき，右側説明の欄４行目のアプリケー

ション委託料につきましては，行政情報アプリの運用を開始するとともに，デジタル通貨を導入

いたしまして，プレミアム付商品券や旅行券，子育て応援ギフトなどに活用していく費用として

2,９７８万7,０００円を計上いたしました。 

 ５３ページをご覧願います。 

 記載はございませんが，１８節負担金，補助及び交付金でございます。 

 １０目交通安全対策費の１つ上，右側説明の欄のデジタルデバイト対策事業助成金につきまし

ては，令和４年度から実施しております，高齢者等を対象としたスマートフォン使い方講座の実

施及びスマートフォン購入費等への助成について，大変多くの市民に活用いただいておりますこ

とから，助成件数を令和４年度のひと月当たり平均２０件から３０件に増やし，1,０８４万円を

計上いたしました。 

 ５６ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，２款１項総務管理費でございます。 

 １４目交通対策費の１２節委託料のうち，右側説明の欄１行目のＡＩ運行システム委託料につ

きましては，令和４年度乗り合いタクシー向けにエリアを限定して行いましたＡＩ運行システム

導入実証実験の結果を受けまして，令和５年度は実証実験を行うため，３５３万3,０００円を計

上いたしました。 

 ２行目の自動運転導入調査業務委託料につきましては，自動運転車両におきまして，ＭａａＳ

×ｅコマース，貨客混載導入などの調査を行う費用として，合わせまして1,９７５万6,０００円

を計上いたしました。 

 右側説明の欄３行目の自動運転運行委託料につきましては，東部地区及びその周辺で自動運転

車両の運行を開始するための費用として，7,４５６万8,０００円を計上いたしました。 

 同じく１８節負担金，補助及び交付金，次のページの右側説明の欄１行目の路線バス利用学生

通学定期費につきましては，路線バスを利用する学生の通学定期券購入助成金の対象に，市外の

中学校及び高等学校に通う市民を加えるとともに，路線バスの利用促進を図るため，中学生全員

に市内年間フリーパスを配布する費用として，合わせまして1,４９１万7,０００円を計上いたし

ました。 

 ５８ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，２款１項１５目諸費でございます。 

 １４節工事請負費につきましては，里美風力発電設備の解体と，これに伴います，プラトーさ

とみの高圧電力引込みの改修を行う費用として，合わせまして，8,７８１万9,０００円を計上い

たしました。 



 ５９ 

 ６１ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，２款２項２目賦課徴収費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄，中ほどの債権管理一元化に伴うシステム改修委託料につ

きましては，上下水道料金及び市営住宅使用料について，市税等と一元的に徴収事務を行うため

のシステム改修費用として，１３０万1,０００円を計上いたしました。 

 １行下のＷｅｂ口座振替受付サービス業務委託料の１３２万円及びその下，口座管理システム

改修委託料の２２万円につきましては，市税等の納付に係る口座振替申込み手続について，金融

機関の窓口を訪れることなく，インターネットで手続ができるようにするための費用として，そ

れぞれ計上いたしました。 

 少し飛びまして，７３ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，３款１項４目障害者福祉費でございます。 

 １４節工事請負費につきましては，心身障害者福祉センターくにみを解体する費用として，1,

４９７万1,０００円を計上いたしました。 

 １９節扶助費のうち，右側説明の欄，下から２行目の自立支援給付費でございますが，民間の

障害者支援施設が，新たに瑞龍町と山下町の２か所に設置されますことから，令和４年度と比較

して，２億６０８万4,０００円増の１５億6,７４３万4,０００円を計上いたしました。 

 ７５ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，３款１項社会福祉費でございます。 

 ７目介護保険費の１８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄４行目の地域医療介護

総合確保基金事業費につきましては，民間事業者が幡町に建設を予定しております特別養護老人

ホーム整備に対する補助として，１億7,４７２万円を計上いたしました。 

 ７６ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，３款１項８目社会福祉施設費です。 

 １４節工事請負費のうち，右側説明の欄１行目の高齢者生活支援センター解体工事につきまし

ては，令和４年度に用途廃止を行いました，和久町のふれあいほーむを解体する費用として，1,

４０８万円を計上いたしました。 

 同じく，右側説明の欄３行目の総合福祉会館設備改修工事につきましては，令和４年度に行い

ました改修設計に基づき，総合福祉会館の照明のＬＥＤ化，排煙オペレーターの改修，太田温泉

側入り口の地盤沈下改修，防犯カメラの改修を行う費用として，5,２８４万4,０００円を計上い

たしました。 

 ８７ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，４款１項１目保健衛生総務費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄４行目の天下野診療所指定管理料につきましては，本定例

会に条例改正案を提案させていただいております，天下野診療所の指定管理業務について，６０

０万円を計上いたしました。 

 ８８ページをご覧願います。 



 ６０ 

 款項の記載はございませんが，４款１項保健衛生費でございます。 

 ２目予防費のうち，１２節委託料につきましては，新型コロナウイルスワクチン接種事業の費

用負担が未確定であることから，本予算に計上していないため，令和４年度と比較して，１億4,

０４３万3,０００円減の１億1,１２３万4,０００円を計上いたしました。 

 ８９ページをご覧願います。 

 ３目母子衛生費の１２節委託料のうち，右側説明の欄２行目の助産師派遣業務委託料１３万5,

０００円及び次のページの右側説明の欄１行目の出産子育て応援給付金電算委託料１３万9,００

０円，３行目の出産子育て応援給付金業務委託料６４２万円，並びに１８節負担金，補助及び交

付金のうち，右側説明の欄の一番下，出産子育て応援給付金５７０万円につきましては，本年第

１回市議会臨時会において可決されました伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的

実施事業に係る補正予算が，本年９月末までの必要な費用でありましたことから，本年１０月か

ら半年分の必要な費用について，それぞれ計上いたしました。 

 ９１ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，４款１項４目健康増進事業費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄，中ほどの胃がん検診委託料につきましては，ピロリ菌検

査の対象年齢をこれまでの４０歳から７０歳までの５歳ごとの節目の年に７５歳と８０歳以上対

象に加えることから，令和４年度と比較し，２２６万4,０００円増の1,１２１万4,０００円を計

上いたしました。 

 ９３ページをご覧願います。 

 款項目節の記載はございませんが，４款１項６目環境衛生費，１８節負担金，補助及び交付金

でございます。 

 右側説明の欄１行目の水道事業会計補助金4,３７９万3,０００円，３行目の簡易水道事業会計

補助金１億8,７２７万6,０００円につきましては，電気料金の高騰に向けた対策費用などとして，

令和４年度と比較して，合わせまして6,３１１万7,０００円の増額を計上いたしました。 

 ９４ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，４款１項９目霊園費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄４行目の瑞竜霊園整備実施設計委託料につきましては，令

和４年度に実施しました基本設計に基づき，実施設計を行う費用として1,８８７万6,０００円を

計上いたしました。 

 少し飛びまして，１０１ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，５款１項３目農業振興費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄１行目の常陸秋そば発祥の地ＰＲ委託料につきましては，

常陸秋そば発祥の地としての常陸太田市の知名度向上に向けた，発祥の地モニュメントの設置や

スタンプラリーなどのＰＲにより，ブランド価値の向上や耕地面積の維持のため，２９８万円を

計上いたしました。 

 １０２ページをご覧願います。 
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 款項目の記載はございませんが，同じく５款１項３目農業振興費でございます。 

 １４節工事請負費につきましては，道の駅ひたちおおたに設置されております電気自動車用急

速充電設備について，事故による破損と耐用年数経過によります更新を行うため，4,３１２万円

を計上いたしました。 

 １０３ページをご覧願います。 

 款項目節の記載はございませんが，同じく５款１項３目農業振興費，１８節負担金，補助及び

交付金でございます。 

 右側説明の欄，中ほどの産地パワーアップ事業費9,６０４万3,０００円及び１行下のオーガニ

ックステップアップ事業2,３８０万円につきましては，新たに東連地町で農業経営を予定してお

ります事業者が，国，県の補助を活用することになりましたことから，それぞれ計上したもので

ございます。 

 １０６ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，５款１項５目農地費でございます。 

 １８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄，中ほどの県営久米地区経営体育成基盤

整備事業費負担金につきましては，県が実施します，久米地区の土地改良事業について，市の負

担金として８００万円を計上いたしました。 

 １０９ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，５款２項２目林業振興費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄１行目の森林整備意向調査等委託料５８７万1,０００円，

２行目の森林整備委託料1,２２５万2,０００円及び５行目の森林現況調査委託料1,７８５万3,０

００円につきましては，手入れのゆきとどかない民有林整備を進めるための費用として，それぞ

れ計上いたしました。 

 同じく，右側説明の欄３行目，森林・林業・木材普及啓発事業委託料につきましては，市内小

中学校に市産材を使用した学習机の天板を設置する費用として，６９７万2,０００円を計上いた

しました。 

 １８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄，中ほどの高性能林業機械導入事業費補

助金につきましては，意欲と能力のある林業経営体を支援するため，高性能林業機械導入に係る

補助金として，2,０００万円を計上いたしました。 

 同じく，右側説明の欄の一番下，木造住宅等建築助成事業費につきましては，市産材を使用し

た木造住宅の建設費用に対する助成金として，６００万円を計上いたしました。 

 １１１ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，６款１項１目商工総務費でございます。 

 １８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄６行目の工業用水道事業会計補助金につ

きましては，電気料金の高騰に向けた対策費用などとして，令和４年度と比較して，1,８００万

円増の4,６００万円を計上いたしました。 

 ２目商工振興費のうち，７節報償費につきましては，日立市，大子町とともに経済産業省と締
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結しました産業振興・経済活性化に向けた包括的連携において，日立地区産業支援センターの中

小企業向けＤＸ促進及びカーボンニュートラル促進事業を市内中小企業が活用した場合の謝金と

して，１１７万円を計上いたしました。 

 １１２ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，６款１項２目商工振興費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄，下から３行目のプレミアム付商品券業務委託料につきま

しては，令和４年度まで市商工会が実施する補助として，１８節負担金，補助及び交付金に計上

しておりましたが，令和５年度からは，行政情報アプリの運用を開始し，デジタル通貨を活用し

て実施するものといたしまして，委託料に5,０２６万9,０００円を計上いたしました。 

 １１３ページをご覧願います。 

 款項目節の記載はございませんが，同じく６款１項２目商工振興費，１８節負担金，補助及び

交付金でございます。 

 右側説明の欄，中ほどの中小企業ビジネスチャレンジ応援事業費補助金につきましては，市内

中小企業の事業承継に向けた取組やＢＣＰの策定に対する支援など，中小企業に対する支援を拡

充いたしまして，７６０万円を計上いたしました。 

 右側説明の欄１行下の新規立地企業上下水道料金補助金につきましては，東部土地区画整理事

業の区域内で操業を開始した事業者に対し，５年間，上下水道料金の一部を補助するものとして，

３６２万9,０００円を計上いたしました。 

 右側説明の欄の一番下，新規立地企業誘致促進奨励金につきましては，東部土地区画整理事業

の区域内に，市が誘致を推奨する業種の事業者が立地した場合，１０年間，奨励金を交付するも

のとして，９０１万8,０００円を計上いたしました。 

 １１５ページをご覧願います。 

 款項目節の記載はございませんが，６款１項４目観光費，１２節委託料でございます。 

 右側説明の欄，下から６行目のプレミアム付旅行券発行事業委託料につきましては，令和５年

度からは行政情報アプリの運用を開始し，デジタル通貨を活用して実施するものといたしまして，

2,１５７万9,０００円を計上しております。 

 右側説明の欄，下から２行目の茨城デスティネーションキャンペーン推進業務委託料につきま

しては，１０月から県と連携して，誘客促進や情報発信を行う費用として，１６６万7,０００円

を計上いたしました。 

 １１６ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，同じく６款１項４目観光費でございます。 

 １４節工事請負費のうち，右側説明の欄１行目の竜神大吊橋塗装改修工事につきましては，令

和６年に３０周年を迎えるに当たり，塗装し直します費用として１億6,７８１万6,０００円を計

上いたしました。 

 なお，財源は，渡橋料と水府地区観光施設管理基金を活用いたします。 

 １２０ページをご覧願います。 
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 款項目の記載はございませんが，７款１項１目土木総務費でございます。 

 １８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄，下から３行目の県急傾斜地帯対策事業

費につきましては，県が棚谷町地内で実施する急傾斜地崩壊対策工事費の本市負担金として工事

費の１０％，６００万円を計上いたしました。 

 １２３ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，７款２項道路橋梁費でございます。 

 ３目道路新設改良費のうち，１２節委託料の右側説明の欄１行目の市道０１３９号線整備委託

料として，１億5,０００万円を計上させていただいております。その他，市道０１３９号線整備

に係る費用といたしましては，２行目の測量調査設計委託料１億7,４４７万7,０００円のうち，

6,８６９万7,０００円，１３節使用料及び賃借料の右側説明の欄２行目の土地使用料１９８万3,

０００円，１４節工事請負費の右側説明の欄２行目の附帯工事1,８０６万2,０００円，１６節公

有財産購入費3,５２０万5,０００円のうち，2,８０３万8,０００円，並びに２１節補償，補填及

び賠償金6,４８９万円のうち，1,９８３万9,０００円，以上，市道０１３９号線整備に係る費用

として，合わせまして２億8,６６１万9,０００円を計上いたしました。 

 ３段お戻りいただきまして，１４節工事請負費のうち，右側説明の欄１行目の道路新設改良舗

装工事につきましては，山吹運動公園南側道路，新宿天神林線，和田岩手線，吹上戸屋下線など

市道１８路線に係る整備費用として４億3,４７４万2,０００円を計上いたしました。 

 １２４ページをご覧願います。 

 上段は，款項の記載はございませんが，同じく７款２項道路橋梁費でございます。 

 ４目道路橋梁維持費の１４節工事請負費のうち，右側説明の欄１行目，橋梁長寿命化補修工事

につきましては，橋梁長寿命化修繕計画に基づき，和田町から東連地町に架かる下平橋の長寿命

化工事として，3,９７７万3,０００円を計上いたしました。 

 下段の７款３項２目河川維持費をご覧願います。 

 １２節委託料につきましては，令和４年度に実施した内水被害調査を基に，雨水ポンプ場の整

備を検討するため，基本設計委託料として2,２３７万4,０００円を計上いたしました。 

 １２５ページをご覧願います。 

 同じく１７節備品購入費につきましては，内水被害を防止するため，排水ポンプ車１台を購入

する費用として，6,１６０万円を計上いたしました。 

 なお，令和４年度と同様，半導体不足や自動車会社の不正検査の影響などから，発注から納品

までに最大で１８か月程度の期間を要することから，本予算につきましても，令和７年度までの

継続費を併せて設定いたします。 

 １２６ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，７款４項１目都市計画総務費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄，下から３行目の測量調査設計委託料4,１８６万4,０００

円のうち，3,８６２万1,０００円につきましては，東部土地区画整理事業の整備に必要な調査や

評価を行うための費用として計上したものでございます。 
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 １４節工事請負費のうち，右側説明の欄１行目の防火水槽設置工事から，３行目の排水路工事

までにつきましては，東部土地区画整理事業の区域内の整備費用として，合わせまして，１億1,

８００万円を計上いたしました。 

 １２８ページをご覧願います。 

 下段の７款５項１目下水道費の１８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄の一番下，

下水道事業等会計補助金につきましては，東部地区などの管路新設に伴う減価償却費の増により，

令和４年度と比較して，2,５６１万4,０００円増の７億7,９３３万7,０００円を計上いたしまし

た。 

 １３０ページをご覧願います。 

 上段は，款項目の記載はございませんが，７款６項１目住宅管理費でございます。 

 １４節工事請負費のうち，右側説明の欄１行目の市営住宅修繕工事3,０１０万3,０００円のう

ち，2,３６２万8,０００円につきましては，増井町団地Ａ棟の長寿命化工事を行う費用として計

上いたしました。 

 ２行目の市営住宅解体工事につきましては，昨年末に火災のありました新宿町の市営住宅１棟

の解体費用として，1,２３８万6,０００円を計上いたしました。 

 １３６ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，８款１項３目消防施設費でございます。 

 １７節備品購入費につきましては，金砂郷地区の消防団が使用する消防自動車を更新する費用

として，2,２１４万3,０００円を計上いたしました。 

 １３７ページをご覧願います。 

 款項目節の記載はございませんが，８款１項５目災害対策費，１０節需用費でございます。 

 右側説明の欄２行目の印刷製本費でございますが，洪水と土砂災害を統合した新たなハザード

マップを作成する費用として，３４３万2,０００円を計上いたしました。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄４行目，原子力防災訓練運営支援業務委託料につきまして

は，市原子力災害広域避難計画の実効性を高めるため，住民参加による広域避難訓練の実施及び

結果の研修を行う費用として，５７７万5,０００円を計上いたしました。 

 １４０ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，９款１項２目事務局費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄２行目の就学援助システム委託料につきましては，新たに

住民基本台帳システムと連携し，要保護，準要保護児童生徒の認定審査から支給処理まで行うた

めの費用として，６３万8,０００円を計上いたしました。 

 少し飛びまして，１４９ページをご覧願います。 

 款項目節の記載はございませんが，９款３項１目中学校の学校管理費，１４節工事請負費でご

ざいます。 

 右側説明の欄１行目の学校整備工事につきましては，世矢幼稚園のエアコンを太田中学校と里

美小中学校に設置する費用として２９１万円，金砂郷中学校の天窓に暑さ対策としてシェードを
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設置する費用として６８９万7,０００円，太田中学校の体育倉庫のシャッターを修繕する費用と

して１０７万8,０００円，合わせまして，1,０８８万5,０００円を計上いたしました。 

 １５２ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，９款４項１目幼稚園管理費でございます。 

 １４節工事請負費につきましては，進徳幼稚園の園庭にございます，セーフティーゴムマット

が劣化しておりますことから，交換する費用として２６４万5,０００円を計上いたしました。 

 少し飛びまして，１６３ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，９款５項８目社会教育施設費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄６行目の交流センターふじ改修工事設計委託料につきまし

ては，令和４年度に策定いたしました長寿命化計画に基づき，施設を改修していくための設計委

託料として，3,１６２万5,０００円を計上いたしました。 

 １６４ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，同じく９款５項８目社会教育施設費でございます。 

 １４節工事請負費のうち，右側説明の欄１行目の生涯学習センター空調設備改修工事につきま

しては，令和４年度に設計を行いました生涯学習センターの大ホールなどの空調設備について，

改修する費用として6,４７９万円を計上いたしました。 

 同じく１４節工事請負費のうち，右側説明の欄４行目の市民交流センター大ホール手動吊物設

備更新工事につきましては，3,１２４万円を計上いたしました。 

 １６６ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，９款６項１目保健体育総務費でございます。 

 １８節負担金，補助及び交付金のうち，右側説明の欄下から５行目の水戸ホーリーホック・ホ

ームタウン推進協議会負担金につきましては，昨年，本市が水戸ホーリーホックのホームタウン

になりましたことから，１０万円を計上いたしました。 

 １６８ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，９款６項３目学校給食費でございます。 

 １４節工事請負費でございますが，連続揚げ物機の更新及び令和４年度一般会計補正予算（第

６号）におきまして，債務負担行為を設定いたしました学校給食センター高圧機器等更新工事を

行う費用として，3,０４１万5,０００円を計上いたしました。 

 １７０ページをご覧願います。 

 款項目の記載はございませんが，９款６項４目体育施設費でございます。 

 １２節委託料のうち，右側説明の欄５行目の大里ふれあい広場プール設計委託料につきまして

は，大里ふれあい広場のプールを改修するための費用として，３７５万1,０００円を計上いたし

ました。 

 １７１ページをご覧願います。 

 款項目節の記載はございませんが，同じく９款６項４目体育施設費，１２節委託料でございま

す。 
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 右側説明の欄１行目の設計委託料8,７５４万5,０００円につきましては，令和４年度に継続費

を設定しております新総合体育館実施設計業務8,４１５万7,０００円と，町田運動公園の休憩所

建築設計業務３３８万8,０００円をそれぞれ計上いたしました。 

 同じく，右側説明の欄２行目の地質調査委託料2,１８９万円につきましては，新総合体育館駐

車場盛土工事に伴う地盤解析業務1,２６９万4,０００円を，山吹運動公園野球場防球ネット建設

に伴う地質調査業務９１９万6,０００円を，それぞれ実施するものとして計上いたしました。 

 １４節工事請負費のうち，右側説明の欄１行目の町田運動公園整備工事につきましては，本予

算で継続費を設定しております経費の令和５年度分として，１億2,３３６万円を計上いたしまし

た。 

 歳出は以上でございます。 

 恐れ入りますが，１０ページにお戻り願います。 

 第２表は，継続費でございます。 

 継続費につきましては，「地方自治法」第２１２条の規定に基づき，事業の履行に数年度を要

するものについて，その経費の総額及び各年割額を定め，予算として議決を求めるものでござい

ます。 

 継続費を設定する事業は，２事業ございます。 

 １つ目は，７款土木費の排水ポンプ車購入事業で，半導体不足や自動車会社の不正検査の影響

により，発注から納品までに最大１８か月程度の期間を要することから，令和７年度までの支出

期間を定めて，令和５年度に全額を予算要求するものでございます。 

 ２つ目は，９款教育費の町田運動公園整備事業で，総額は３億7,００８万1,０００円，年割額

につきましては，令和５年度を１億2,３３６万円，令和６年度２億4,６７２万1,０００円とする

ものでございます。 

 １１ページをご覧願います。 

 第３表は，「地方自治法」第２３０条第１項の規定に基づき発行する地方債でございます。 

 起債対象事業はご覧の１０事業で，限度額を総額１６億4,５９０万円とするものでございます。

起債の方法，利率，償還の方法につきましては記載のとおりでございますので，後ほどご覧おき

願います。 

 議案第２５号は，以上でございます。 

 続きまして，議案第２６号は，令和５年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算でございます。 

 １８９ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額を５３億9,０７９万1,０００円とするものでございます。 

 第２条は，一時借入金の借入れ最高額を１億5,０００万円とし，第３条で，歳出予算の流用を

定めております。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１９５ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 
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 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税につきましては，令和５年度は新たな税率での２年

目の賦課年度となりますが，負担の緩和を図るため基金を活用し，均等割を３年間軽減すること

としております。 

 令和４年度は２分の１軽減，令和５年度は３分の１軽減となり，軽減率が下がりますことから，

7,０９４万8,０００円増の８億2,６６１万円を計上いたしました。 

 同款同項２目退職被保険者等国民健康保険税につきましては，退職者医療制度は廃止となりま

したが，遡及して資格取得をされる場合を考慮し，１節医療給付費分現年課税分から３節介護納

付金分現年課税分までの科目の設定を例年と同様に行いました。 

 ４節医療給付費分滞納繰越分から，６節介護納付金分滞納繰越分につきましては，滞納繰越分

を見込み，計上いたしました。 

 １９６ページをご覧願います。 

 ２段目の３款１項国庫補助金につきましては，東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発

電所の事故に関して，保険税の減免及び療養給付に係る一部負担金の減免措置を実施した場合に

補助金が交付されることに伴い，災害臨時特例補助金の科目を設定いたしました。 

 ３段目の４款１項１目保険給付費等交付金の１節普通交付金につきましては，給付に要する費

用を県から交付されるもので，３７億8,６４２万6,０００円を計上いたしました。 

 同目２節特別交付金につきましては，右側説明の欄にございますように，医療費の適正化や健

康づくり等への取組状況に応じて交付される保険者努力支援分や，市の財政状況や特殊要因等に

応じて交付される特別調整交付金分などを合わせまして，5,０３６万1,０００円を計上し，保険

給付費等交付金全体としては，３８億3,６７８万7,０００円としました。 

 最下段から次の１９７ページ上段の６款１項１目一般会計繰入金につきましては，決算補填等

を目的とした法定外繰入れは解消しておりますが，保険税の法定軽減分として公費負担される１

節保険基盤安定繰入金が増となったことや，職員の人件費や育休代替会計年度任用職員の増に伴

い，３節職員給与費等繰入金が増えたことなどにより，2,５７８万9,０００円増の４億8,８４４

万5,０００円を計上いたしました。 

 ２段目の同款２項１目支払準備基金繰入金につきましては，税率改正の負担緩和措置などとし

て２億3,２００万2,０００円を計上いたしました。 

 １９８ページをご覧願います。 

 ８款３項雑入につきましては，前年並みの歳入見込額を計上いたしました。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，歳出でございます。 

 恐れ入りますが，２０２ページをご覧願います。 

 ２款保険給付費でございます。 

 同款中，退職被保険者等に係る給付費につきましては，科目の設定を行っております。その他，

２０２ページから２０４ページにおける同款保険給付費につきましては，それぞれこれまでの実

績等を勘案し，計上いたしました。 
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 ２０４ページ，最下段の３款１項医療費給付費分から，次の２０５ページ２段目の同款３項介

護納付金までにつきましては，県に支払う納付金を計上いたしました。 

 最下段の５款１項１目保健衛生普及費のうち，１８節負担金，補助及び交付金の右側説明の欄，

補助金の人間ドック等検診につきましては，今年度における人間ドック受診者数を勘案し，今年

度と同数の1,１５０人分，3,２２１万9,０００円を計上いたしました。 

 ２０６ページをご覧願います。 

 上段の５款２項１目特定健康診査等事業費につきましては，１２節委託料のうち，右側説明の

欄３行目，特定健康診査業務委託料として，主に集団検診を実施するため，3,５００人分，3,３

４７万9,０００円を計上いたしました。 

 同じく説明の欄４行目，特定健診受診勧奨業務委託料につきましては，茨城県国保連合会で実

施する勧奨事業に参加し，ＡＩなどを活用した分析に基づく受診勧奨を行うための委託料として，

４９８万9,０００円を計上いたしました。 

 続きまして，２０７ページをご覧願います。 

 下から２段目の７款２項１目一般会計繰出金につきましては，令和４年度の一般会計繰入金精

算に伴うもの及び一般会計で実施しています，５つのがん検診勧奨事業の財源分として，合わせ

まして１６２万6,０００円を計上いたしました。 

 議案第２６号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２７号は，令和５年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算でございま

す。 

 ２１５ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額を８億8,０６３万1,０００円とするものでございます。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２２０ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 上段の１款１項後期高齢者医療保険料につきましては，茨城県後期高齢者医療広域連合より示

された調定見込額などにより，令和４年度と比較し，８４６万4,０００円増の６億6,８３９万2,

０００円といたしました。 

 増額の主な理由といたしましては，団塊の世代が後期高齢者医療保険へ移行するため，保険料

の増額を見込んだことによるものでございます。 

 ３段目の３款１項一般会計繰入金につきましては，令和４年度と比較し，５２９万1,０００円

増の２億９４８万2,０００円といたしました。 

 増額の主な理由といたしましては，茨城県後期高齢者医療広域連合より示されました保険基盤

安定繰入金が増となったことによるものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして，歳出でございます。 

 ２２２ページをご覧願います。 
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 上段の１款１項１目一般管理費につきましては，職員の人件費や電算委託料といたしまして，

1,８２５万8,０００円を，２段目の同款２項徴収費につきましては，郵便料などの事務費といた

しまして，１３６万2,０００円を計上いたしました。 

 ２２３ページをご覧願います。 

 上段の２款１項後期高齢者医療広域連合納付金８億5,８２５万5,０００円につきましては，右

側説明欄１行目，保険料納付金として６億6,８３９万2,０００円を，同じく説明欄２行目，保険

基盤安定負担金として１億8,９８６万3,０００円を，茨城県後期高齢者医療広域連合へそれぞれ

納付するものでございます。令和４年度より，1,３１７万3,０００円の増となりました主な理由

といたしましては，団塊の世代による被保険者の増によるものでございます。 

 議案第２７号は，以上でございます。 

 続きまして，議案第２８号は，令和５年度常陸太田市介護保険特別会計予算でございます。 

 ２２９ページをご覧願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額を６０億1,０８３万8,０００円とするものでございます。 

 第２条は，一時借入金の借入れ最高額を３億1,０００万円とし，第３条で，歳出予算の流用を

定めております。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，２３６ページをご覧願います。 

 歳入でございます。 

 １段目の１款１項１目第１号被保険者保険料につきましては，６５歳以上の介護保険料でござ

いますが，被保険者数の増加が見込まれますことから，前年度より９２７万6,０００円増の１１

億7,８１９万9,０００円を計上いたしました。 

 ３段目の３款１項国庫負担金から，２３８ページ２段目の５款３項県補助金までにつきまして

は，国及び支払基金並びに県からの支出金でございまして，介護給付費及び地域支援事業費に対

する，それぞれの補助率等から算出されました，合計３８億3,７８１万円を計上いたしました。 

 最下段の７款１項一般会計繰入金につきましては，介護給付費や地域支援事業費，低所得者保

険料軽減負担金，職員給与費及び事務費等に係る一般会計からの繰入金として，合わせまして９

億5,５０９万円を計上いたしました。 

 ２３９ページをご覧願います。 

 １段目の同款２項基金繰入金につきましては，支払準備基金から1,１６１万2,０００円を繰り

入れるものでございます。 

 最下段の９款４項雑入につきましては，配食サービス利用者負担金の繰入れでございまして，

利用者増加の状況に鑑み，３０９万6,０００円増の1,８００万2,０００円を計上いたしました。 

 歳入は以上でございます。 

 ２４０ページをご覧願います。 

 歳出でございます。 

 １款１項総務管理費から，２４２ページ中段の同款４項趣旨普及費までにつきましては，職員
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や介護認定審査会委員等の人件費，事務費等として，前年度比９４７万7,０００円減の１億4,９

１５万9,０００円を計上いたしました。 

 同ページの最下段の２款１項介護サービス等諸費から，２４５ページ２段目の同款６項特定入

所者介護サービス等費までにつきましては，実績額を勘案し，前年度比6,３５２万9,０００円減

の５５億4,５５７万8,０００円を計上いたしました。 

 同ページの最下段から２４７ページ上段までの４款１項包括的支援事業・任意事業費につきま

しては，前年度比８６９万9,０００円増の１億6,４０７万5,０００円を計上いたしました。 

 主な理由でございますが，１ページお戻りいただきまして，２４６ページをご覧願います。 

 記載はございませんが，４款１項３目の任意事業費の１２節委託料のうち，説明の欄２行目，

食の自立支援事業委託料につきまして，利用者の増加傾向に鑑み，前年度比１万３２０食，８２

５万6,０００円増の4,８００万円としたことによるものでございます。 

 ２４７ページをご覧願います。 

 下段から２４８ページ上段までの４款２項介護予防・日常生活支援総合事業費につきましては，

前年度比５１２万円増の9,０８１万4,０００円を計上いたしました。 

 主な理由でございますが，１ページお戻りいただき，２４７ページをご覧願います。 

 同款同項２目一般介護予防事業費におきまして，フレイル予防の普及啓発やフレイルチェック

実施のため，７節報償費を前年度比１２６万3,０００円増の１８４万8,０００円，フレイルサポ

ーターが行うフレイルチェック用資材購入等のため，１０節需用費を前年度比４４６万4,０００

円増の５１６万7,０００円をそれぞれ計上いたしました。 

 ２４８ページをご覧願います。 

 生き生きふれあい事業を一般会計から介護保険特別会計に組み換えるとともに，委託事業の見

直しを行うことにより，１２節委託料を前年度比４９６万9,０００円増の1,７０７万円を計上い

たしました。 

 歳出は以上でございます。 

 議案第２８号は以上となり，新年度予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほ

ど，よろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 上下水道部長。 

〔畠山卓也上下水道部長 登壇〕 

○畠山卓也上下水道部長 議案第２９号から議案第３２号までの４件について，提案者に代わり

まして，ご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，令和５年度常陸太田市公営企業会計予算書をご覧願います。 

 表紙を含めまして，４枚目をご覧願いたいと存じます。 

 議案第２９号は，令和５年度常陸太田市水道事業会計予算でございます。 

 １ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量でございますが，近年の給水人口や水需要の実績などを勘案いたしま
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して，給水戸数につきましては１万8,６５９戸，年間総給水量は４５０万２９６立方メートル，

１日平均給水量は１万2,２９６立方メートルといたしました。 

 また，主要な建設改良事業につきましては，３億2,１５３万1,０００円といたしました。 

 第３条は，収益的収入及び支出の予定額でございます。 

 収入につきましては，第１款水道事業収益合計で１２億６６万9,０００円といたしました。 

 支出でございますが，第１款水道事業費用合計で１１億8,６６２万1,０００円といたしました。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 補填財源等につきましてはご覧のとおりでございまして，収入につきましては，第１款資本的

収入合計で１億5,９２６万円といたしました。 

 ２ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出合計で７億8,０４８万1,０００円といたしました。 

 第５条は，債務負担行為でございます。岩手増圧場機械電気設備更新工事につきまして，記載

の期間・限度額において，債務の負担を行うものでございます。 

 第６条は，企業債でございまして，水道事業において，限度額を7,３８０万円とするものでご

ざいます。起債の方法，利率，償還の方法につきましては，記載のとおりでございます。後ほど

ご覧おき願います。 

 第７条は，一時借入金の限度額を5,０００万円と定め，第８条で，予定支出の各項の経費の金

額の流用を定めております。 

 ３ページをご覧願います。 

 第９条は，議会の議決を経なければ流用することができない経費を，第１０条は，他会計から

の補助金の金額を4,７７３万4,０００円と定め，第１１条で，棚卸資産購入限度額を1,０９４万

1,０００円と定めております。 

 予算の主な内容につきましては，予算明細書によりご説明をいたします。 

 恐れ入りますが，３３ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目１節の水道料金につきましては，１０億2,９４６万2,０００円といたしました。

前年度と比較いたしますと，４９万2,０００円の減となっておりますが，これまでの水需要の実

績などを勘案し，減額の見込みとしたものでございます。 

 ３４ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，上段の１款２項２目１節の一般会計補助金につきましては，未

給水地域解消事業の企業債利息相当額分や事業運営費の不足分など，合計で4,７７３万4,０００

円を計上いたしました。 

 ３５ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目の原水及び浄水費につきましては，各浄水場と取水関連施設の維持管理経費とい

たしまして，合計２億7,４９１万6,０００円を計上いたしました。電気料金の値上がりによる施
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設動力費や竜神ダム負担金の増などによりまして，前年度と比較いたしますと，3,８３２万4,０

００円の増でございます。 

 ３６ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，下段の１款１項２目の配水及び給水費につきましては，送配水

ポンプ場，配水管，量水器などの維持管理経費といたしまして，合計１億4,０８５万6,０００円

を計上いたしました。電気料金の値上がりによる施設動力費の増などによりまして，前年度と比

較いたしますと，８５５万1,０００円の増でございます。 

 ３８ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，下段の１款１項３目の総係費につきましては，職員の人件費や

事務的な管理経費といたしまして，合計１億2,８１６万8,０００円を計上いたしました。水道メ

ーターの検針業務委託料やインボイス制度に対応するための業務システム改修委託料の増などに

よりまして，前年度と比較いたしますと，２７６万5,０００円の増でございます。 

 ４０ページをご覧願います。 

 款の記載はございませんが，中段の１款２項の営業外費用につきましては，企業債利息や消費

税及び地方消費税など，前年度より６７０万6,０００円減の１億1,７０７万円を計上いたしまし

た。 

 ４１ページをご覧願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目の企業債につきましては，田渡送水ポンプ場自家発電設備工事など，建設改良費

の財源に充てるため，7,３８０万円を借り入れるものといたしました。 

 その下の１款２項１目の工事負担金につきましては，道路改良工事に伴う配水管布設替工事や

消火栓の更新工事などに対する工事負担金といたしまして，3,２９６万円を計上いたしました。 

 また，その下の１款３項１目の出資金につきましては，地方公営企業繰出基準に基づく一般会

計からの繰入金といたしまして，田渡送水ポンプ場自家発電設備工事の２分の１となります，5,

２５０万円を計上いたしました。 

 ４２ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目の上水道拡張費につきましては，１億2,９７４万5,０００円とし，田渡送水ポン

プ場へ自家発電設備を整備するための工事費や県の道路改良工事に伴う配水管の新設工事費を計

上いたしました。 

 また，その下の１款１項２目の上水道改良費につきましては，１億9,０９１万6,０００円とし，

大野浄水場の第３配水地等流入出切替実施設計委託料や，岩手増圧場の機械電気設備更新工事費，

老朽化いたしました配水管の布設替工事費などを計上いたしました。 

 なお，５ページから３２ページに予算に関する説明書がございますので，後ほどご覧おきいた

だきたいと存じます。 

 議案第２９号につきましては，以上でございます。 
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 続きまして，議案第３０号は，令和５年度常陸太田市工業用水道事業会計予算でございます。 

 ４３ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量でございますが，近年の実績や事業所への聞き取り調査の結果などを

勘案いたしまして，給水事業所数につきましては５社，年間総給水量は８６万1,１３６立方メー

トル，１日平均給水量は2,３５３立方メートルといたしました。 

 第３条は，収益的収入及び支出の予定額でございます。 

 収入につきましては，第１款工業用水道事業収益合計で１億1,８６３万3,０００円といたしま

した。 

 支出でございますが，第１款工業用水道事業費用合計で１億2,０７８万9,０００円といたしま

した。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 補填財源等につきましてはご覧のとおりでございまして，支出につきまして，第１款資本的支

出合計で1,７７１万8,０００円といたしました。 

 ４４ページをご覧願います。 

 第５条は，一時借入金の限度額を1,０００万円と定め，第６条で，予定支出の各項の経費の金

額の流用を，第７条で，議会の議決を経なければ流用することのできない経費を，第８条で，他

会計からの補助金の金額を4,６００万円と定めております。 

 予算の主な内容につきましては，予算明細書によりご説明をいたします。 

 恐れ入りますが，６９ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目１節の水道料金につきましては，近年の実績や事業所への聞き取り調査の結果な

どを勘案いたしまして，前年度と比較いたしますと，１２万2,０００円増の5,３７１万9,０００

円といたしました。 

 また，その下の１款２項２目１節の一般会計補助金につきましては，事業運営費の不足分とい

たしまして，4,６００万円を計上いたしました。 

 ７０ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目の原水及び浄水費につきましては，浄水場と取水関連施設の維持管理経費といた

しまして，合計3,９２５万7,０００円を計上いたしました。電気料金の値上がりによる施設動力

費や竜神ダム管理費負担金の増などによりまして，前年度と比較いたしますと，７２８万1,００

０円の増でございます。 

 下段の１款１項２目の配水及び給水費につきましては，宮の郷工業団地へ水を供給するための

取水施設及び配水池などの維持管理費経費といたしまして，合計2,２８０万7,０００円を計上い

たしました。施設修繕費や電気料金の値上がりによる施設動力費の増などによりまして，前年度

と比較いたしますと，1,１１７万円の増でございます。 
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 ７１ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，下段の１款１項３目の総係費につきましては，職員の人件費や

事務的な管理経費といたしまして，合計2,４３３万9,０００円を計上いたしました。職員人件費

の増などによりまして，前年度と比較いたしますと８５万8,０００円の増でございます。 

 ７２ページをご覧願います。 

 款の記載はございませんが，中段の１款２項の営業外費用につきましては，企業債利息や消費

税及び地方消費税など，前年度より4,０００円減の４０６万9,０００円を計上いたしました。 

 ７３ページをご覧願います。 

 資本的収入及び支出の支出でございます。 

 １款１項１目の企業債償還金につきましては，これまで建設改良費等の財源として借り入れま

した企業債の元金償還といたしまして，1,７７１万8,０００円を計上いたしました。 

 なお，４５ページから６８ページに予算に関する説明書がございますので，後ほどご覧おきい

ただきたいと存じます。 

 議案第３０号につきましては，以上でございます。 

 続きまして，議案第３１号は，令和５年度常陸太田市簡易水道事業会計予算でございます。 

 ７５ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量でございますが，近年の給水人口や水需要の実績などを勘案いたしま

して，給水戸数につきましては3,２４５戸，年間総給水量は６６万3,６０５立方メートル，１日

平均給水量は1,８１３立方メートルといたしました。 

 また，主要な建設改良事業につきましては，１億3,６７９万6,０００円といたしました。 

 第３条は，収益的収入及び支出の予定額でございます。 

 収入につきましては，第１款簡易水道事業収益合計で３億9,７５６万円といたしました。 

 支出でございますが，第１款簡易水道事業費用合計で４億７０３万5,０００円といたしました。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 補填財源につきましてはご覧のとおりでございまして，収入につきましては，第１款資本的収

入合計で9,５２３万8,０００円といたしました。 

 ７６ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出合計で１億9,３２８万6,０００円といたしました。 

 第５条は，企業債でございまして，簡易水道事業において限度額を3,５２０万円，過疎対策事

業において，限度額を2,８８０万円とするものでございます。起債の方法，利率，償還の方法に

つきましては，記載のとおりでございます。後ほどご覧おき願います。 

 第６条は，一時借入金の限度額を5,０００万円と定め，第７条で，予定支出の各項の経費の金

額の流用を，第８条で，議会の議決を経なければ流用することができない経費を，第９条で，他

会計からの補助金の金額を１億8,７２７万4,０００円と定めております。 

 ７７ページをご覧願います。 
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 第１０条は，棚卸資産購入限度額を２２７万2,０００円と定めております。 

 予算の主な内容につきましては，予算明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１０３ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目１節の水道料金につきましては，１億１６３万4,０００円といたしました。前年

度と比較いたしますと，５０万2,０００円の減となっておりますが，給水人口の減少等により水

需要も減少傾向にあります中，これまでの水需要の実績などを勘案し，減額の見込みとしたもの

でございます。 

 下段の１款２項２目１節の一般会計補助金につきましては，地方公営企業繰出基準に基づく企

業債元利償還相当額分や事業運営費の不足分など，合計で１億8,７２７万4,０００円を計上いた

しました。 

 １０５ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目の原水及び浄水費につきましては，各浄水場と取水関連施設の維持管理経費とい

たしまして，合計１億2,２１３万1,０００円を計上いたしました。施設修繕費や電気料金の値上

がりによる施設動力費の増などにより，前年度と比較いたしますと，1,８３２万9,０００円の増

でございます。 

 １０６ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，１款１項２目の配水及び給水費につきましては，送配水ポンプ

場，配水管，量水器などの維持管理経費といたしまして，合計5,７４７万7,０００円を計上いた

しました。量水器の取替え業務委託料や修繕費の減などにより，前年度と比較いたしますと，６

０７万9,０００円の減でございます。 

 １０７ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，下段の１款１項３目の総係費につきましては，職員の人件費や

事務的な管理経費といたしまして，合計2,５５５万8,０００円を計上いたしました。水道メータ

ーの検針業務委託料やインボイス制度に対応するための業務システム改修委託への負担金の増な

どによりまして，前年度と比較いたしますと，３１５万7,０００円の増でございます。 

 １０８ページをご覧願います。 

 款の記載はございませんが，下段の１款２項の営業外費用につきましては，企業債利息や消費

税及び地方消費税など，前年度より３４２万4,０００円増の1,９３１万5,０００円を計上いたし

ました。 

 １１０ページをご覧願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目の企業債につきましては，水府南部浄水場の薬品注入制御盤更新工事や折橋町に

新たに整備します増圧場の新設工事など，建設改良費の財源に充てるため，6,４００万円を借り

入れるものといたしました。 
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 また，その下の１款２項１目の工事負担金につきましては，道路改良工事に伴い，配水管布設

替工事や消火栓の更新工事などに対する工事負担金といたしまして，３４０万5,０００円を計上

いたしました。 

 また，その下の１款３項１目の出資金につきましては，地方公営企業繰出基準に基づく一般会

計からの繰入金といたしまして，これまで借り入れました企業債の元金償還の一部となります2,

７８３万3,０００円を計上いたしました。 

 １１１ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目の簡易水道拡張費につきましては4,７６３万円とし，折橋町に新たに整備をいた

します増圧場の新設工事費や送水管新設工事費，湯草増圧場の水位調整弁設置工事費を計上いた

しました。 

 また，その下の１款１項２目の簡易水道改良費につきましては，8,８９１万3,０００円とし，

水府南部浄水場の薬品注入制御盤更新工事費や老朽化しました配水管の布設替工事費などを計上

いたしました。 

 なお，７９ページから１０２ページに予算に関する説明書がございますので，後ほどご覧おき

いただきたいと存じます。 

 議案第３１号につきましては，以上でございます。 

 続きまして，議案第３２号は，令和５年度常陸太田市下水道事業等会計予算でございます。 

 １１３ページをご覧願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，業務の予定量でございますが，近年の有収水量の実績などを勘案いたしまして，年

間総有収水量につきましては，２６２万3,７８４立方メートル，１日平均有収水量は7,１６９立

方メートルといたしました。 

 また，主要な建設改良事業につきましては，１億5,４１０万5,０００円といたしました。 

 第３条は，収益的収入及び支出の予定額でございます。 

 収入につきましては，第１款下水道事業等収益合計で１８億5,２７５万円といたしました。 

 支出でございますが，第１款下水道事業等費用合計で１５億5,５１２万1,０００円といたしま

した。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 補填財源につきましては，ご覧のとおりでございまして，収入につきましては，第１款資本的

収入合計で４億8,１０９万9,０００円といたしました。 

 １１４ページをご覧願います。 

 支出でございますが，第１款資本的支出合計で７億2,８９９万9,０００円といたしました。 

 第５条は，企業債でございまして，流域下水道事業において，限度額を1,５４０万円，特定地

域生活排水処理施設事業において，限度額を5,７７０万円とするものでございます。起債の方法，

利率，償還の方法につきましては，記載のとおりでございます。後ほどご覧おき願います。 
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 第６条は，一時借入金の限度額を７億5,０００万円と定め，第７条で，予定支出の各項の経費

の金額の流用を，第８条で，議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めており

ます。 

 １１５ページをご覧願います。 

 第９条は，他会計からの補助金の金額を７億7,９３３万2,０００円と定めております。 

 第１０条は，重要な資産の取得及び処分でございまして，取得する資産の種類，名称，数量は

記載のとおりでございます。具体的には，地域下水道事業にて維持管理をしております里美白幡

台団地の汚水処理施設を廃止し，農業集落排水事業の里美中部地区処理施設に接続することに伴

い，接続後，流域下水道事業の資産であります里美白幡台団地内の汚水管を農業集落排水事業の

資産として取得するものでございます。 

 予算の主な内容につきましては，予算明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１４６ページをご覧願います。 

 収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目１節の下水道使用料につきましては，４億5,１２７万9,０００円といたしました。

前年度と比較し，1,０７２万8,０００円の減となっておりますが，これまでの有収水量の実績な

どを勘案し，減額の見込みとしたものでございます。 

 その下の１款１項２目１節の雨水処理負担金につきましては，地方公営企業繰出基準に基づく

一般会計からの繰入金といたしまして，雨水処理に要します経費の一部となります，5,６４９万

円を計上いたしました。 

 また，下段の１款２項２目１節の一般会計補助金につきましては，地方公営企業繰出基準に基

づく企業債の元利償還相当額分や事業運営費の不足分など，合計で７億7,９３３万2,０００円を

計上いたしました。 

 また，その下の１款２項３目１節の県補助金につきましては，農業集落排水事業における企業

債償還基金への積立ての財源といたしまして，説明欄に記載のとおり，茨城県農業集落排水事業

推進交付金１３４万6,０００円を計上いたしました。 

 １４８ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目の管渠費につきましては，管渠の修繕や雨水幹線の清掃など，管渠施設の維持管

理費といたしまして，合計１億3,８４９万8,０００円を計上いたしました。四季の丘はたそめ自

治会が所有します汚水処理場の使用料や，電気料金の値上がりによる施設動力費の増などにより

まして，前年度と比較いたしますと，２８５万6,０００円の増でございます。 

 １４９ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，下段の１款１項２目の処理場費につきましては，特定環境保全

公共下水道処理施設や農業集落排水施設処理場，戸別合併処理浄化槽の維持管理経費といたしま

して，合計１億9,５２０万4,０００円を計上いたしました。農業集落排水事業における汚泥処分

業務委託料や施設修繕費の減などによりまして，前年度と比較いたしますと８３５万2,０００円
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の減でございます。 

 １５０ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，下段の１款１項３目の総係費につきましては，職員の人件費や

事務的な管理経費といたしまして，合計4,１９２万9,０００円を計上いたしました。職員の人件

費の減などによりまして，前年度と比較いたしますと，４４１万7,０００円の減でございます。 

 なお，１６節報償費には，新たに下水道アドバイザー報償費を計上いたしました。 

 １５２ページをご覧願います。 

 款項の記載はございませんが，上段の１款１項４目の流域下水道維持管理負担金につきまして

は，那珂久慈流域下水道に排出する汚水量に基づき負担する維持管理負担金といたしまして，１

億4,０５１万2,０００円を計上いたしました。 

 また，中段の１款２項の営業外費用につきましては，企業債利息や消費税及び地方消費税など，

前年度より4,２４８万4,０００円減の，１億4,３２５万5,０００円を計上いたしました。 

 １５３ページをご覧願います。 

 資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目の企業債につきましては，流域下水道建設負担金や戸別合併処理浄化槽設置工事

費など，建設改良費等の財源に充てるため，7,３１０万円を借り入れるものといたしました。 

 また，その下の１款２項１目の工事負担金につきましては，道路改良工事に伴う公共下水道の

管路改築工事などに係る工事負担金といたしまして，1,１８９万3,０００円を計上いたしました。 

 また，１款４項１目１節の一般会計出資金につきましては，地方公営企業繰出基準に基づく一

般会計からの繰入金といたしまして，下水道事業債の元金償還相当額分や資本的収支不足の補填

分といたしまして，３億5,２７０万4,０００円を計上いたしました。 

 また，その下の１款５項１目１節の国庫補助金につきましては，支出予算の各下水道整備の財

源といたしまして，説明欄に記載のとおり，農山漁村地域整備交付金，循環型社会形成推進交付

金，合わせまして2,７９２万2,０００円を計上いたしました。 

 １５４ページをご覧願います。 

 支出でございます。 

 １款１項１目の下水道等拡張費につきましては，１億1,０４７万9,０００円といたしました。

公共下水道事業における県が施工する那珂久慈流域下水道事業の建設工事に対する，流域下水道

建設負担金，戸別合併処理浄化槽設置整備事業における浄化槽設置工事費などを計上いたしまし

た。 

 また，その下の１款１項２目の下水道等改良費につきましては，4,３３０万7,０００円といた

しました。公共下水道事業における管路改築のための詳細設計委託料及び管路改築工事費，農業

集落排水事業における里美中部地区処理施設電気設備更新工事費などを計上いたしました。 

 なお，１１７ページから１４５ページに予算に関する説明書がございますので，後ほどご覧お

きいただきたいと存じます。 

 議案第２９号から議案第３２号までの公営企業会計予算に係る私からの説明は以上でございま
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す。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○藤田謙二議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○藤田謙二議長 以上で本日の議事は議了いたしました。 

 次回は３月７日定刻より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後２時４２分散会 


